
第５回真庭市こどもはぐくみ推進本部会議
議事次第

日時：令和６年２月６日（火）16:00～17:30

場所：真庭市役所本庁舎 3階応接室

１．開会

２．本部長あいさつ

３．協議事項

①こどもはぐぐみ応援プロジェクト 2023 64 施策の事業進捗状況について

（16：00～16：30）

②こども未来戦略 （16：30～16：40）

③こどもはぐぐみ応援プロジェクト 2024 施策のとりまとめについて

（16：40～17：10）

④子育て世帯の家計や就労状況、企業の労働環境等についてのアンケート

調査結果 （17：10～17：25）

⑤こどもまんなかまつりの開催について (17：25～17：30）

4．閉会

資料１
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資料 6
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１．相談支援

1 妊娠・出産期 新規 まにわパパママクラスの開設 健康推進課
妊婦やそのパートナーが妊娠・出産・育児に必要な知識を助産師か
ら学んだり、一人で抱え込まないことで不安を解消し、パパやママたち
との交流・友達づくりにつながります。

1クール3回コース×3クール
出産予定の方及び妊娠届出時に案内します。 3クール終了：延47人 221 190

2 就学前～高校 拡充 発達発育支援センター事業
（相談体制の充実等） 福祉課

専門職を配置し、園、学校尾への巡回訪問や通所支援を充実させ
ることで、発達や発育、集団生活での適応など社会生活で困りを持
つ方の相談に応じる。相談支援・通所支援・家族支援により、トータ
ルライフ支援を行います。

相談支援・通所支援・家族支援を柱に、地域に出向く巡回訪問・
巡回相談や、園や学校との連携の強化、一人一人の発達段階に
応じた個別療育の充実を図ります。

●巡回訪問･巡回相談を全小学校･園対象に各2回
実施
●教育委員会との連絡会を学期1回開催
●個別支援会議を随時開催
●個別療育　延126人　実13人

19,391 17,419

3 妊娠・出産期～高校 継続 子育てオンライン相談
（ＬＩＮＥ等） 健康推進課 妊娠・出産・子育てに関する相談をスマートフォンなどを使用し、

LINEで相談を受けるほか、子育ての情報を配信しています。

LINE相談については随時回答するとともに、振興局保健師と連携
を図っています。月に数回程度、市の育児イベント情報等を情報配
信しています。

相談件数550件
情報発信60回
現在登録者数599（1/16現在）

547 330

4 就学前 継続 愛育委員のこんにちは赤ちゃん訪問
（ブックスタート） 健康推進課 絵本を通して親子のふれあうことを目的に愛育委員がブックスターﾄの

本を持って赤ちゃん訪問を行います。
3～4か月ごろを目安に愛育委員が赤ちゃん訪問を行い、ブックス
タートを勧めます。 対象200件 198 140

5 就学前 継続 産後ケア事業（訪問型）
（ママと赤ちゃんのおっぱい相談） 健康推進課 助産師が自宅に訪問し、お母さんの母乳ケアや沐浴、授乳などの育

児指導、お子さんの体重栄養チェック等を行います。
母と子の状況から申請により利用ができます。産後１年未満で３

回まで助成をします。
３件利用 214 52

6 妊娠・出産期～就学前 継続 はぐくみセンター事業
（子育て世代包括支援センター） 健康推進課 妊娠や出産、子育てのさまざまな相談に応じ、必要なサービスを紹

介する等、安心して妊娠や出産、育児ができるよう応援します。 母子保健コーディネーター2名体制で相談対応 R5アンケート実施、包括支援センターの認知度が
92.8％へ向上 8,115 7,963

7 就学前∼高校 継続 真庭こども応援事業
（家庭教育支援） 生涯学習課 真庭市家庭教育支援チームを設置し、身近なエピソードや資料等

をもとに参加者同士が交流しながら学ぶ機会を提供しています。

「おしゃべり広場ふらっと」を中央図書館とくせ活き生きサロンで毎月
開催しています。
市内園小中学校の入学説明会や参観日、子育て支援団体等に
親学習の機会を提供します。

●参加型ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開催数：40回
●おしゃべり広場開催：毎月１回
●遊びの日開催回数：３回

839 839

8 就学前 継続 赤ちゃん訪問
（保健師・助産師) 健康推進課

保健師・助産師が生後4か月までの乳児（未熟児含む）のいる家
庭を訪問し、母子の健康状態の確認と子育て支援に関する情報提
供等を行います。

4か月までの乳児のいる家庭に保健師又は助産師が全戸訪問しま
す。

保健師、助産師で対応
200件 138 135

9 就学前 継続 愛育委員による親子交流事業 健康推進課

北房、落合地域では、乳児と母親を対象にベビーマッサージを、久
世地域では、就学前のお子さんと保護者を対象に愛育サロンを、勝
山地域で では、つどいの広場の集まりに合わせて親子の交流事業を
開催します。

愛育委員が各地域で子育て支援ができるよう、つどいの広場や各振
興局の保健師と連携を取りながら行います。

●ベビーマッサージ
24回/年、参加者354人
●愛育サロン
12回/年、参加者231人

－ -

10 就学前～高校 継続 栄養委員による食育教室 健康推進課

子育てサロン等の集いの場、こども園、保育園、幼稚園の保育施設
および小学生が集いの場等において、栄養委員 食が中心となり「食
の体験活動（食育活動）」を通じて、健全な食生活の実現につな
げます。

就学前から食育推進ボランティア（栄養委員）による食育体験が
できるよう、保育施設や学校等と連携した取組を行います。 食育活動　60回/年 － -

11 ライフステージにかかわら
ない支援 継続 ひとり親家庭の就労相談支援 子育て支援課 ひとり親家庭に対しハローワークと協働し条件に合う就労支援を行い

ます。

児童扶養手当の現況届提出時期にあわせ、真庭市にハローワーク
が出張し相談窓口を設置します。年間通して相談対応を行いま
す。

必要に応じハローワークに情報をもらい支援を行いま
す。相談会8月開催 － -

12 就学前 継続 育児相談
（保健師・栄養士） 健康推進課 乳児、幼児の発育を確認するとともに、育児についての正しい理解を

深め、母子の健康の保持増進を図ります。

市内8箇所で約2か月に1回育児相談を実施しています。
保健師、助産師、栄養士、看護師等で子育て・栄養相談、身体
計測を行います。

36回実施 128 128

２．出産・育児・生活の支援

1 就学前～高校 新規 医療的ケア児訪問看護レスパイト事業 福祉課
在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減、休息
時間の確保などを目的に医療保険適用を超える訪問看護をうけた
場合にその費用の一部を助成します。

医療保険の適用を超える訪問看護療養費30分当たり3,500円
（上限）を補助します。
月4時間年間48時間を上限とします。

利用1名
5月～12月まで　21日　29時間の利用 1,023 285

2 妊娠・出産期～就学前 拡充 はぐくみサポーター派遣事業
（利用回数の上限を引き上げ） 健康推進課

妊娠期から出産後の体力が回復するまでの間（母子手帳交付か
ら産後１年未満）、はぐくみサポーターによる家事支援・育児支援
が１時間につき500円の自己負担で１人30回まで受けられます。
R5年度から年間利用回数を20回から30回に拡大し、非課税世
帯は無料で利用できます。

妊娠期から出産後の体力が回復するまでの間（親子手帳交付か
ら産後１年未満）、はぐくみサポーターによる家事支援・育児支援
が１時間につき500円の自己負担で30回受けられる。今年度、サ
ポーター養成講座（１回目8/31・２回目9/12）開催。7月広報
誌に受講者募集記事掲載。

サポーター利用103件 532 500

3 妊娠・出産期～就学前 拡充
産後ケア事業
（利用回数の上限を引き上げ、産後ケア利用
料の軽減）

健康推進課

産後１年未満のお母さんとそのお子さんは医療機関や助産院等を
宿泊または日帰り利用することができ、授乳指導、育児相談が受け
られる。R5年度から年間利用回数を6回から12回まで拡大し、課
税世帯は軽減、非課税世帯は無料で利用できます。

産後１年未満のお母さんとそのお子さんが、医療機関や助産院等
に宿泊または日帰り利用することにより、お母さんとお子さんのケアや
授乳指導、育児相談等が受けられる。生後１年未満に宿泊・日帰
りを合わせて12回まで利用可能。

産後ケア宿泊型延べ17件
産後ケア日帰り型ロング延べ42件
産後ケア日帰り型ショート延べ24件

1,106 1,106

4 妊娠・出産期～就学前 継続 妊産婦ケア事業
（産婦健診） 健康推進課 産後の体調や育児の状況を確認するため、産後８週間以内に委

託医療機関で、2回受けることができます。

産後8週以内にの母の体調や育児の状況を確認し、安心して親子
ともに健やかに過ごすことができます。医療機関が必要時治療や支
援につなぎます。

292件 2,330 2,053

5 就学前 継続 乳幼児健診 健康推進課
乳幼児の病気の早期発見と予防、及び健康の保持増進のため医
師、歯科医師、歯科衛生士、臨床心理士、保健師、栄養士、看
護師等が連携して健診を行います。

3∼4か月児健診、9∼10か月児健診、1歳6か月児健診、2歳児
歯科健診、3歳児健診を年66回実施します。
身体計測、保健相談、内科・歯科診察、ブラッシング指導、心理相
談、尿検査、栄養相談、目の屈折検査等を行います。

65回実施予定
広いエリアに対応するため湯原と落合の2会場で実
施

6,659 6,500
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NO ステージ 区分 事業名 担当課名 事業概要 実施内容 実施状況 予算額
（千円）

実績見込額
（千円）

6 就学前 継続 離乳食教室 健康推進課
保護者の困りや不安感の解消、生活リズム、食習慣及び間食等に
ついて、管理栄養士・栄養士が中心となり、こどもの成長や発達状
況に応じた支援を行います。

年10回開催を予定
保護者を対象に食に関する体験ができるような内容とする。引き続
き保護者の困りや不安感の解消につながる内容とします。

年度内に10回開催
初期：5回21人
中期：3回13人
今後：2回実施予定

53 52

7 就学前 継続 新生児聴覚検査
（費用の助成） 健康推進課 生後1年未満の乳児に対し、医療機関委託で新生児聴覚検査を

実施し、費用の一部助成します。

岡山県内の産科医療機関及び県外の契約医療機関で出生後に
検査を実施します。県外で出生された子どもさんへも受診を促しま
す。

医療機関と連携し実施
190件 625 568

8 妊娠・出産期 継続 妊婦・パートナー歯科健診 健康推進課 妊婦及びパートナーに対し、市内歯科医院委託で歯科健康診査を
実施します。

歯科医院で歯科健診、歯科保健指導、リーフレットを用いて歯科
疾患がもたらすこどもへの影響を説明します。 妊婦：45人、パートナー18人(R5.12末時点） 364 350

３．経済的支援

1 妊娠・出産期～就学前 新規
出産・子育て応援はぐくみ給付金事業
（妊娠時、出産時それぞれ5万円給付＋伴走
型支援

健康推進課
妊娠届出時に５万円、出産届出時に５万円の給付金の受け取り
と、保健師等による伴走型の相談支援が受けられ、より安心して出
産・子育てに臨むことができます。

伴走型相談支援との一体的な実施により、必要に応じた支援に繋
いでいきます。

申請率：100%
妊娠届出時：200件
出産届出時：200件

23,659 20,696

2 就学前～小・中学校 新規 園・小中学校等の給食費への助成事業
（物価高騰に伴う緊急支援）

教育総務課学校
給食推進室

子育て支援課

給食材料費の仕入れ価格の高騰の影響により学校給食費を値上
げする状況にあり、保護者の急激な経済的負担を押さえるため、学
校給食費を据え置くとともに学校給食の質を維持するため、市費に
よる食材費高騰分の補填をします。

食材費の実質高騰分1食当たり20円分の補填による適正な栄養
価の給食の維持を図ります。

R5.3末
給食提供数　689,869件 25,776 25,727

3 妊娠・出産期 新規 低所得妊婦初回産科受診料助成事業 健康推進課
住民税非課税世帯の方が、妊娠判定のために産科の初回受診を
行う場合、経済的負担なく安心して受診することができるよう、受診
料の全額助成が受けられます。

新規事業 利用者なし
（R6.1.23現在） 200 0

4 就学前～高校 拡充 こども医療費無償化
（対象を高校生代まで拡充） 市民課

令和5年6月診療分から対象年齢を高校生世代（満18歳）まで
に拡大し、真庭市に住む高校生世代までのこどもたちは、無料で医
療（入院・通院とも）を受けられます。

医療費無償化の対象年齢を高校生世代まで拡充。6月診療分か
ら、保険診療にかかる医療費無償化の対象年齢を高校生世代ま
で拡大しました。現制度継続者及び拡大対象の高校生世代に受
給資格者証を郵送しました。

高校生世代1,092人に受給資格者証を交付
（R5.12末現在） 188,473 187,515

5 妊娠・出産期 拡充 不妊・不育治療支援事業
（全ての不妊治療に拡充－上限額有） 健康推進課

医療保険適用の有無にかかわらず、全ての不妊治療について、年
間20万円までの医療費助成を受けることができます。保険適用外
の不育治療や若年がん患者妊孕性温存治療も助成を受けられま
す。

上限額を設定した上で全ての不妊治療に拡大しました。 不妊治療助成：30件
不育治療助成：2件 7,050 3,968

6 妊娠・出産期 継続 若年がん患者妊孕性温存治療支援事業 健康推進課
生殖機能に影響するおそれのある治療を受けるがん患者に対して、
治療費（妊孕性温存治療）の助成を行い、経済的負担を軽減し
ます。

申請のあった医療保険外の妊孕性温存治療を受けた方への治療
費の助成を行います。 現在相談中：1件 650 400

7 就学前 継続 保育料の減免・無償化（第３子以上） 子育て支援課 ひとり親世帯などに該当する場合や第3子以降については保育料の
減免や無償化を行う。 申請のあった該当世帯へ減免等を行います。 対象児童数：98人（実数） 33,600 36,121

8 高校 継続 市内就職者等への奨学金
(奨学金貸付・看護人材への返済免除) 健康推進課 真庭高校看護科・専攻科の学生のうち、将来、真庭市内の医療

機関に就職を希望する者に対して、奨学金を支給する事業。 奨学金支給を希望する学生を募集する。 奨学金給付決定：3件 5,040 1,980

9 高校 継続 市内就職者等への奨学金
(奨学金貸付・Uﾀｰﾝする若者への返済免除) 教育総務課

高校及び大学等の進学支援として奨学金の貸付事業を実施。奨
学金利用者で市内就職等を行った者に借入額の最大2分の1を限
度に奨学金返還免除を行います。

より多くの奨学金利用者へこの制度の周知を図るため、返還金納
付書を送付する際にPRをします。 新規貸与10名、返還免除7名 15,600 12,720

4．子育て環境整備

1 就学前 新規 園児のおむつスッキリ事業
（園での使用済みおむつ処理） 子育て支援課

園で使った園児のおむつを園が引き取ることで、保護者の方の持ち
帰りの負担が軽減されます。また、保育士がおむつの仕分けをする必
要がなくなり、園児と向き合う時間を増やすことができます。

園の規模に合わせたオムツ回収ボックスを整備します。 5月上旬にボックスを全園に設置 1,976 1,275

2 就学前 新規 幼児教育施設マネジメント基本方針の策定 子育て支援課
幼児教育施設の状況を把握し、総合的・長期的に整備管理運営
の適正化を図り、中長期的に計画的な整備を行うための基本方針
を作成し、今後の施設整備を検討する際の指標として活用します。

建物の活用状況や老朽化状況を把握し、整備にかかる基本的な
方針を検討する。その方針によって改修等の整備水準を定め、マネ
ジメントの基本の方針とします。

今年度中にマネジメント基本方針を作成 7,106 5,280

3 小・中学校 新規
小中学校等のICT化推進事業
（学校と保護者との連絡ツールのICTを推
進）

教育総務課 全小中学校でスマートフォンアプリを活用し、保護者は学校便りや行
事予定、緊急連絡などを手元で確認できるようになります。 アプリ連絡による情報共有の負担軽減を目指します。 連絡業務：3,000件程度

朝の欠席・遅刻連絡にかかる業務軽減につながった 1,879 1,879

4 高校 新規 学習交流センター整備事業
（勝山高校蒜山校地交流施設） 教育総務課

蒜山地域の異世代交流の拠点機能と県立勝山高校蒜山校地の
寄宿舎機能を併せ持つ施設を新たに整備し、地元高校の存続を
図るとともに、地域での学習交流を活性化する拠点ができます。

・用地測量及び地質調査
・基本・実施設計

●用地測量及び地質調査完了
●基本・実施設計完了
●R6年度着工予定

35,524 29,155

5 就学前 新規 民間認定こども園の開設支援 子育て支援課
久世地域に新たに整備を予定している民間認定こども園について、
国の補助制度を活用して整備費を補助することで、公・民が切磋琢
磨して、安心してこどもを育てる環境を整えます。

民間認定こども園へ、国・市から整備費を補助します。

●ICT化推進、地域子育て支援拠点及び一時保育
事業実施に伴う整備補助金を追加で予算計上
●工事進捗率65%
（R5年12月現在）

313,651 313,651

6 就学前～高校 新規 こどもの居場所づくり支援事業
（遊び場づくりモデル事業） 生涯学習課

市民協働で「遊び場づくり」の機運醸成、モデル的なプレーパークの
開催、子どもの遊び場をつくるとともに、遊びに関わることで、世代を
超えた大人のネットワークを育み、住民とこどもと一緒につくり続ける
「遊び場づくり」の運動を進めます。

講演会や座談会、遊び場ＭＡＰづくり、モデルプレーパークの開催
等を通じ、こどもの居場所をつくるとともに、子どもの自主的な遊びを
見守るという視点を持った大人を増やします。

講演会や遊びの機会づくりを行うことにより、遊びに
関心を持つ大人が少し増加している。 5,000 5,000
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NO ステージ 区分 事業名 担当課名 事業概要 実施内容 実施状況 予算額
（千円）

実績見込額
（千円）

7 就学前～高校 新規
安心して遊べる場の整備促進
（公民協働によるポケットパーク整備、河川公
園整備）

都市住宅課
民地・公共用地にとらわれず、地域団体等に設置場所も含め提案
を募り、市民のニーズに応えた公民協働によるポケットパーク整備
や、河川公園を整備します。

勝山地内等へのポケットパークの整備、久世・勝山・湯原地内の河
川公園を整備します。

勝山ポケットパーク１箇所、都市公園（河川公園）
３箇所設置 22,955 16,796

8 ライフステージにかかわら
ない支援 新規 子育て世帯や市内企業の実態調査分析事業 産業政策課

子育て世帯の家計消費動向や公的支援状況、さらには市内企業
の労働環境の実態などについて調査を行い、労働環境や労働条件
の改善、効果的な子育て支援策の検討に役立てます。

子育て世帯及び企業へのへのアンケート調査や基礎データの分析を
し、施策立案の基礎資料とします。

●世帯向け送付数：3,035世帯
回答数：792件（回答率26.1%）
●企業向け送付数：314
回答数：117件（回答率37.3%）

4,500 4,500

9 就学前～高校 新規 市営住宅入居時の多子世帯優遇制度の創設 都市住宅課
子育て中の多子世帯（18歳未満の子を３人以上扶養する者）
等市営住宅の入居に関して配慮が必要な方を優先的に市営住宅
に入居できるようになります。

多子世帯等が市営住宅入居申込みをした場合、その公開抽選に
当たり、抽選回数を優遇します。

多子世帯を優遇した定期募集を５回実施（入居決
定した多子世帯１件） － －

10 妊娠・出産期～就学前 新規 企業への普及啓発事業の展開（おかやま子育
て支援企業制度普及拡大） 産業政策課

従業員の子育てや地域における子育てを応援するための具体的な
取組を宣言する「おかやま子育て応援宣言企業」の普及啓発を行
い、市内の企業や団体等が、子育てを応援する機運を醸成します。

商工会を通じて事業のPRチラシ、登録申請書を配布して登録を促
します。 送付数：商工会員約200社 － －

11 就学前 新規 保育人材の確保促進事業（保育士養成校へ
のリクルート活動等） 子育て支援課

県内の養成課程のある学校へのリクルート活動、保育現場従事者
の免許状の取得に係る費用の助成を行うことに加え、実習受入れ、
保育士向けの奨学金制度の創設等を通じた保育人材の育成・確
保につなげ、より良い保育環境を整えます。

保育の質の向上を図るため、大学等との包括連携協定の締結、保
育士定着のための給付制度の創設や人材育成に早急に取り組み
ます。  
リクルート活動：５月中に大学等を訪問

リクルート活動：13件
保育士養成課程を有する大学との包括連携協定：
１件
保育士を支援する給付金創設・保育体験支援の予
算をR6年度計上

70 70

12 就学前 拡充 頑張る保育士応援事業
（奨学金の一部返済補助等） 子育て支援課

奨学金を用いて保育士等の資格を取得し、真庭市内に就職した
方は、奨学金返済額の１/２（上限は年12万円）の補助が受け
られます。R5年度からは、正規職員や認可外保育施設の勤務も対
象となりました。

正規職員や認可外保育施設の勤務者も対象に含めます。 交付決定者数：26人 2,918 1,768

13 妊娠・出産期～就学前 拡充 つどいの広場の運営
（1カ所新規開設） 子育て支援課

市内に５箇所ある「つどいの広場」について、R6年度～新たに勝山
地区で１箇所開設しました。こどもを中心に多世代が交流する場が
増え、遊びを通じた人間形成や子育ての情報交換がしやすくなりま
す。

北房、落合、久世、勝山、湯原、蒜山で開催 R5から１か所新規開設。
利用者数は17,400人程度の見込 27,189 27,914

14 小・中学校 拡充 放課後児童クラブの整備 子育て支援課 放課後児童クラブ専用スペース確保により放課後の子どもの居場所
を確保します。

川上小学校の大規模改修と併せて、小学校敷地内の施設を改修
し、学校に近く新しい環境でのクラブ活動ができるように整備します。

川上小学校12月末工事完了。落合小学校区の移
転について、年度内に測量・設計等完了見込み 95,722 87,993

15 就学前 拡充 こども園等のICT化推進事業
（登降園記録等のICT化推進） 子育て支援課

公立こども園職員の業務負担の軽減を図り、保育業務に専念でき
る環境を構築し、保育の質の向上を図るとともに、保護者の利便性
を向上させるための保育業務支援システムを導入します。

北房、天の川、勝山、八束、川上の各こども園に導入します。 R4年度：2園導入
R5年度：5園導入 10,472 10,155

16 小・中学校 拡充 真庭こども応援事業
（地域学校協働本部） 生涯学習課

全校で地域学校協働本部を立ち上げ、各校への推進員の配置や
推進員同士の横のつながり・人材育成を支援する統括推進員の配
置を通じて、地域と学校をつなぎ、協働する体制ができます。

地域学校協働本部を市内全域で立ち上げ、各本部に推進員を配
置します。

地域学校協働活動推進員をつなげる統括的な役割
を担う人の配置 9,111 6,196

17 就学前～小学校 拡充 病児保育事業 子育て支援課
病気のこども（0歳～小学生）を病院等の専用スペースで看護
士、保育士が預かる病児保育で、子育てと就労の両立を図ることが
できます。

新たに勝山地域に１箇所開設し、2か所運営委託。周知啓発に
努めます。

●実利用人数：2か所で延196人
（４月～12月）
●新規登録者：184人
●利用見込数：2か所で延279人
（3月末まで）

26,784 19,784

18 就学前～小・中学校 拡充 図書館の子育て支援コーナーの充実
（児童書購入費）

生涯学習課
図書館振興室

児童書の購入を増やし、子育て支援コーナーの充実を図ることで、
真庭市立図書館が、さらに親子で利用しやすい場になります。

・乳幼児向けのお話会毎週(火曜)開催
・児童書等を例年より多く購入します。

●おはなしとしょかん毎週(火曜)開催30回
●児童書 2,593冊、4,451,866円　　　　　　　　
（1月末時点）

4,900 4,900

19 就学前 拡充 森の日普及推進事業
（自然保育体験事業） 交流定住推進課

幼少期から里山に触れ、地域の愛着と誇りを醸成する事を目的に、
自然とのふれあいや体験イベントの開催、市内保育園等での出張
自然体験プログラムの実施により、未就学のこどもが自然とふれあ
い、豊かな成長を支えていく機会が増えます。

市内保育園等での出張自然体験プログラムを5/21、6/11、
8/27、10/15、2/11に実施

森の日：5回開催
出張森の日：7回開催
参加者：300人　（R6.1月末時点）

880 880

20 小・中学校 拡充 山村留学モデル事業 交流定住推進課
地域と学校が連携し移住者の受入れや学校存続の課題に取り組
んでいる中和地区をモデル地区とし、小規模校の児童数確保に向
け、1年間の山村留学をR6年度から募集する仕組みをつくります。

短期山村留学：1泊２日「まにわ里山キャンプ」余野地区、2泊３
日「蒜山こども源流キャンプ」中和地区
中期山村留学：1週間「蒜山こども源流ステイ」中和地区

【短期山村留学】
　1泊２日「まにわ里山キャンプ」余野地区：10名
　2泊３日「蒜山こども源流キャンプ」中和地区：10
名　　　　　　
【中期山村留学】
　1週間「蒜山こども源流ステイ」中和地区：7名

4,000 3,993

21 妊娠・出産期～小・中
学校 拡充 ももっこアプリ協賛店の普及拡大

（県事業推進） 子育て支援課 子育て家庭の方が「ももっこアプリ」を協賛店舗で提示すると、割引
やポイント割増等店舗独自のサービスを受けることができます。

親子健康手帳交付時にももっこカードの交付も合わせて行う。県と
連携し協賛店の拡大に努めます。

R5上半期交付枚数
一般用：３２枚
多子世帯用：７枚

－ －

22 小・中学校～高校 継続 いのちふれあい事業
（中学校・高校） 健康推進課

中・高校生を対象にした、命の大切さを学ぶためのふれあい体験学
習。各地域それぞれの方法で愛育委員と中・高校、健康推進課が
連携して事業を行っています。

地域の愛育委員と一緒に中・高生が、講話を聞いて命の大切さを
学んだり、妊婦体験や育児体験を行います。

愛育委員と一緒に北房・落合・久世・蒜山中学校、
勝山高校で実施。 20 15

23 高校 継続 HPV予防接種費用の助成
（子宮頸がんワクチンキャッチアップ接種） 健康推進課

平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子を
対象に、HPVワクチンの接種機会を逃した方へ費用の助成を行いま
す。

対象者に接種勧奨通知を送り、予防接種を受けた方へ助成を行い
ます。 250回 318 150
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24 就学前 継続 事業所内保育所推進事業 子育て支援課 第3子児童の保育料を無償化する事業所内保育所へ補助しま
す。 申請のあった市内の事業所内保育所へ補助金を交付します。 交付決定事業所数：3園 3,600 672

25 就学前 継続 企業内保育所推進事業 産業政策課
企業が設置する保育所等に地域枠を設けて設置企業従業員以外
の乳幼児を受入れている企業所内保育所に対する補助を行いま
す。（1人月額5千円）

設置企業従業員以外の乳幼児を受入れている企業所内保育所
に対し、1人月額5千円の補助を行います。

交付決定：1社
決定額：36万円（延72人） 540 360

26 ライフステージにかかわら
ない支援 継続 就業環境向上ステップアップサポート事業 産業政策課 子育てをしながらでも安心して働けるよう、事業所に対し啓発活動

や環境整備を支援します。 市内企業への啓発及び研修会の開催を支援します。 交付実績なし 500 0

27 小・中学校～高校 継続 教育魅力化推進事業 教育総務課

郷育魅力化コーディネータを配置し、地域の活動を学校での生きた
学びに活かしていく。これまでの総合学習、探究学習での地域講師
との調整や授業サポートに取組ながら、学校・園・家庭・地域までを
包括した伴走支援体制を構築します。

郷育魅力化CDを活用した地域へのアウトリーチにより、学校、家
庭、地域をつなぐ伴走支援を実施します。

幼児期から大人まで、一貫した学び充実のための体
制づくりを行い、更に郷育魅力化コーディネーターな
どの専門人材を部内で6名任用。教育政策及び市
内の動きに対する継続的な伴走支援体制を構築。

23,779 23,179

28 高校 継続 高校魅力化推進事業 教育総務課

市内高校の定員割れが進んでおり、高校の再々編の危機に直面し
ている。真庭の資源を活用し、高校における探究授業への支援や
郷育、キャリア教育を通して小中学校との連続した学びの環境に取
り組み、中学生に選ばれる高校づくりの取組を行います。

・真庭高校：マイスターハイスクール事業を通じた事業者連携プログ
ラムの実施。
・勝山高校蒜山校地：学習交流センターの設計と地域との交流プ
ログラムの構築。
・市内3校地：市内小中学校との連携事業の構築。

●カリキュラム構築と、CEO等による連携先の開拓・
調整
●中学生による探究授業の見学（勝山高）や、小
学校の花壇整備・真庭組子の出前授業（真庭
高）

18,735 18,735

29 小・中学校 継続 真庭こども応援事業
（放課後こども教室） 生涯学習課 主に長期休業中における体験・交流活動を地域の実情に応じて実

施します。
北房・落合・美甘・湯原・蒜山で実施
（久世・勝山は公民館講座で実施） 長期休業中に開催：市内５ヶ所 910 910

30 就学前 継続 こども園等の整備促進
（施設の改修等） 子育て支援課 老朽化しているこども園等を保育ニーズも考慮し、再編整備を行い

ます。
市内園の老朽化等の状況を把握し、今後の方向性を検討してい
く。 修繕等が必要な園への対応 9,822 8,152

31 ライフステージにかかわら
ない支援 継続 高等職業訓練促進給付金事業 子育て支援課 ひとり親家庭に対し、就職に有利かつ生活の安定に資する資格の

取得を促進し、経済的自立を図ります。
児童扶養手当現況届の際などに、資格取得の意向がある方に対
し、当該事業について周知します。 現時点希望者なし 1,250 470

32 就学前～高校 継続 子育て短期支援事業
（特定の理由による宿泊を伴う預かり支援） 子育て支援課

保護者の疾病、出産、育児疲れ、冠婚葬祭などの理由で一時的に
家庭で子どもを養育することが難しくなった場合に、7日間を限度とし
て児童養護施設（津山市・2か所）で子どもの預かりを行います。

津山市内の2施設に委託。振興局保健師やはぐくみセンターなど関
係機関と連携し、支援が必要な家庭に情報を届けます。

４～８月：２件合計５日間の利用があった。
９月～1月：５件合計16日間の利用の問合せが
あったが、施設の空き状況と利用者の都合等により利
用にはつながらなかった。

393 77

33 小・中学校 継続 学校給食地産地消推進事業 教育総務課学校
給食推進室

地元食材を学校給食で提供することを通じ、郷育を推進するととも
に地元食材の生産者の振興を図り、安全安心な学校給食の安定
供給を目指します。

真庭食材の日を年5回開催。
真庭特産品プラスワンの日を年6回開催を計画。

真庭食材の日は予定どおり5回
真庭特産品プラスワンの日は7回実施 6,645 6,645

34 就学前 継続 一時保育サービス事業 子育て支援課 保護者の疾病や出産、看護等の理由により一時的に保育をするこ
とが困難な方に、保育園等で一時的な保育を提供します。 前年度から引き続き、市内各園での預かりを行います。 市内利用者が延べ261人（4月～12月）

市外利用者が延べ41人 － －

35 高校 継続 奨学金借入者への企業情報提供 教育総務課
奨学金借入者のうちUターン減免対象者への市内企業紹介とU
ターン減免のPRを行うことで若者の定住と奨学金滞納のリスク軽減
に取り組みます。

奨学金借入者にUターン減免情報とともに真庭企業ガイドを配布し
ます。 返還免除利用7名 － －
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Ⅰ．こども・子育て政策の基本的考え方  

～「日本のラストチャンス」2030年に向けて～ 

○  少子化は、我が国が直面する、最大の危機である。 

○  2022年に生まれたこどもの数は 77万 759人となり、統計を開始した 1899年以来、最

低の数字となった。1949 年に生まれたこどもの数は約 270 万人だったことを考えると、

こどもの数はピークの３分の１以下にまで減少した。また、2022年の合計特殊出生率は、

1.26と過去最低となっている。 

○  しかも、最近、少子化のスピードが加速している。出生数が初めて 100万人を割り込

んだのは 2016年だったが、2019年に 90万人、2022年に 80万人を割り込んだ。このト

レンドが続けば、2060年近くには 50万人を割り込んでしまうことが予想されている。 

○  そして、少子化は、人口減少を加速化させている。2022 年には 80 万人の自然減とな

った。今後も、100万人の大都市が毎年１つ消滅するようなスピードで人口減少が進む。

現在、日本の総人口は１億 2,500万人だが、このままでは、2050年代に１億人、2060年

代に９千万人を割り込み、2070 年に 8,700 万人程度になる。わずか 50 年で、我が国は

人口の３分の１を失うおそれがある。 

○  こうした急速な少子化・人口減少に歯止めをかけなければ、我が国の経済・社会シス

テムを維持することは難しく、世界第３位の経済大国という、我が国の立ち位置にも大

きな影響を及ぼす。人口減少が続けば、労働生産性が上昇しても、国全体の経済規模の

拡大は難しくなるからである。今後、インド、インドネシア、ブラジルといった国の経

済発展が続き、これらの国に追い抜かれ続ければ、我が国は国際社会における存在感を

失うおそれがある。 

○  若年人口が急激に減少1する 2030 年代に入るまでが、こうした状況を反転させること

ができるかどうかの重要な分岐点であり、2030年までに少子化トレンドを反転できなけ

れば、我が国は、こうした人口減少を食い止められなくなり、持続的な経済成長の達成

も困難となる。2030年までがラストチャンスであり、我が国の持てる力を総動員し、少

 
1 年間出生者数の推移を見ると、2000年代に入るまでは 120万人程度で推移していたが、その後急速に減少し

ており、減少した世代が 30代を迎える 2030年代に入ると若年人口は急減することが見込まれる。 
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子化対策と経済成長実現に不退転の決意で取り組まなければならない。 

○  今回の少子化対策で特に重視しているのは、若者・子育て世代の所得を伸ばさない限

り、少子化を反転させることはできないことを明確に打ち出した点にある。もとより、

結婚、妊娠・出産、子育ては個人の自由な意思決定に基づくものであって、これらにつ

いての多様な価値観・考え方が尊重されるべきであることは大前提である。その上で、

若い世代の誰もが、結婚や、こどもを生み、育てたいとの希望がかなえられるよう、将

来に明るい希望をもてる社会を作らない限り、少子化トレンドの反転はかなわない。個

人の幸福追求を支援することで、結果として少子化のトレンドを反転させること、これ

が少子化対策の目指すべき基本的方向である。 

○  このため、政府として、若者・子育て世代の所得向上に全力で取り組む。新しい資本

主義の下、賃上げを含む人への投資と新たな官民連携による投資の促進を進めてきてお

り、既に、本年の賃上げ水準は過去 30年間で最も高い水準となっているほか、半導体、

蓄電池、再生可能エネルギー、観光分野等において国内投資が活性化してきている。ま

ずは、こうした取組を加速化することで、安定的な経済成長の実現に先行して取り組む。

その中で、経済成長の果実が若者・子育て世代にもしっかり分配されるよう、最低賃金

の引上げや三位一体の労働市場改革を通じて、物価高に打ち勝つ持続的で構造的な賃上

げを実現する。 

○  次元の異なる少子化対策としては、（１）構造的賃上げ等と併せて経済的支援を充実さ

せ、若い世代の所得を増やすこと、（２）社会全体の構造や意識を変えること、（３）全

てのこども・子育て世帯をライフステージに応じて切れ目なく支援すること、の３つを

基本理念として抜本的に政策を強化する。 

○  このように抜本的に政策を強化することにより、こども一人当たりの家族関係支出で

見て、我が国のこども・子育て関係予算（GDP比で 11.0％）は、OECDトップ水準のスウ

ェーデン（15.4％）に達する水準（一定の前提を置いて試算すると 16％程度）となり、

画期的に前進する。 

○  こうした若者・子育て世代の所得向上と、次元の異なる少子化対策を、言わば「車の

両輪」として進めていくことが重要であり、少子化対策の財源を確保するために、経済

成長を阻害し、若者・子育て世代の所得を減らすことがあってはならない。 

○  少子化対策の財源は、まずは徹底した歳出改革等によって確保することを原則とする。 
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その際、歳出改革等は、国民の理解を得ながら、複数年をかけて進めていく。 

○  このため、経済成長の実現に先行して取り組みながら、歳出改革の積上げ等を待つこ

となく、2030年の節目に遅れることのないように、前倒しで速やかに少子化対策を実施

することとし、その間の財源不足は必要に応じてこども・子育て支援特例公債を発行す

る。 

○  経済を成長させ、国民の所得が向上することで、経済基盤及び財源基盤を確固たるも

のとするとともに、歳出改革等による公費節減と社会保険負担軽減の効果を活用するこ

とによって、実質的な負担が生じることなく、少子化対策を進める。少子化対策の財源

確保のための消費税を含めた新たな税負担は考えない。 

○  繰り返しになるが、我が国にとって 2030 年までがラストチャンスである。全ての世

代の国民一人一人の理解と協力を得ながら、次元の異なる少子化対策を推進する。これ

により、若い世代が希望どおり結婚し、希望する誰もがこどもを持ち、安心して子育て

ができる社会、こどもたちがいかなる環境、家庭状況にあっても、分け隔てなく大切に

され、育まれ、笑顔で暮らせる社会の実現を図る。 

○  この「こども未来戦略」（以下「戦略」という。）では以上の基本的考え方に基づき、

これまでにない規模で、全てのこども・子育て世帯を対象にライフステージ全体を俯瞰

して、切れ目ない子育て支援の充実を図るとともに、共働き・共育てを推進していくた

めの総合的な対策を推進していく。 

○  そのためには、制度や施策を策定・実施するだけでなく、その意義や目指す姿を国民

一人一人に分かりやすいメッセージで伝えるとともに、施策が社会や職場で活用され、

こども・子育て世帯にしっかりと届くよう、企業、地域社会、高齢者や独身者も含め、

社会全体でこども・子育て世帯を応援するという気運を高めていく国民運動が必要であ

り、こうした社会の意識改革を車の両輪として進めていく。 
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Ⅱ．こども・子育て政策の強化：３つの基本理念  

１．こども・子育て政策の課題 

○  こども・子育て政策については、過去 30 年という流れの中で見れば、その政策領域の

拡充や安定財源の確保に伴い、待機児童が大きく減少するなど一定の成果はあったもの

の、少子化傾向には歯止めがかかっていない状況にある。 

○  少子化の背景には、経済的な不安定さや出会いの機会の減少、仕事と子育ての両立の

難しさ、家事・育児の負担が依然として女性に偏っている状況、子育ての孤立感や負担

感、子育てや教育にかかる費用負担など、個々人の結婚、妊娠・出産、子育ての希望の

実現を阻む様々な要因が複雑に絡み合っているが、とりわけ、こども・子育て政策を抜

本的に強化していく上で我々が乗り越えるべき課題としては、以下の３点が重要である。 

（１）若い世代が結婚・子育ての将来展望を描けない 

○  若い世代において、未婚化・晩婚化が進行しており、少子化の大きな要因の一つと

なっていると指摘されている。 

○  若い世代（18～34歳の未婚者）の結婚意思については、依然として男女の８割以上

が「いずれ結婚するつもり」と考えているものの、近年、「一生結婚するつもりはない」

とする者の割合が増加傾向となっている。さらに、未婚者の希望するこども数につい

ては、夫婦の平均理想こども数（2.25人）と比べて低水準であることに加えて、その

減少傾向が続いており、直近では男性で 1.82人、女性で 1.79人と特に女性で大きく

減少し、初めて２人を下回った。 

○  また、雇用形態別に有配偶率を見ると、男性の正規職員・従業員の場合の有配偶率

は 25～29歳で 27.4％、30～34歳で 56.2％であるのに対し、非正規の職員・従業員の

場合はそれぞれ 9.6％、20.0％となっており、さらに、非正規のうちパート・アルバ

イトでは、それぞれ 6.2％、13.0％にまで低下するなど、雇用形態の違いによる有配

偶率の差が大きいことが分かる。また、年収別に見ると、いずれの年齢層でも一定水

準までは年収が高い人ほど配偶者のいる割合が高い傾向にある。 

○  実際の若者の声としても、「自分がこれから先、こどもの生活を保障できるほどお金

を稼げる自信がない」、「コロナ禍で突然仕事がなくなったり、解雇されたりすること

への不安が強くなった」などの将来の経済的な不安を吐露する意見が多く聞かれる。

また、「結婚、子育てにメリットを感じない」との声や、「子育て世帯の大変な状況を
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目の当たりにして、結婚・出産に希望を感じない」との声もある。 

○  このように、若い世代が結婚やこどもを生み、育てることへの希望を持ちながらも、

所得や雇用への不安等から、将来展望を描けない状況に陥っている。雇用の安定と質

の向上を通じた雇用不安の払拭等に向け、若い世代の所得の持続的な向上につながる

幅広い施策を展開するとともに、Ⅲ．で掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」

（以下「加速化プラン」という。）で示すこども・子育て政策の強化を早急に実現し、

これを持続していくことが必要である。あわせて、25～34歳の男女が独身でいる理由

について、「適当な相手に巡り合わない」とする割合が最も高くなっていることも踏ま

えた対応も必要である。さらに、幼少期から 10 代、20 代のうちに、こどもと触れ合

う機会を多く持つことができるようにすることが重要である2。 

（２）子育てしづらい社会環境や子育てと両立しにくい職場環境がある 

○  「自国はこどもを生み育てやすい国だと思うか」との問いに対し、スウェーデン、

フランス及びドイツでは、いずれも約８割以上が「そう思う」と回答しているのに対

し、日本では約６割が「そう思わない」と回答している。また、「日本の社会が結婚、

妊娠、こども・子育てに温かい社会の実現に向かっているか」との問いに対し、約７

割が「そう思わない」と回答している。 

○  子育て中の方々からも「電車内のベビーカー問題など、社会全体が子育て世帯に冷

たい印象」、「子連れだと混雑しているところで肩身が狭い」などの声が挙がっており、

公園で遊ぶこどもの声に苦情が寄せられるなど、社会全体の意識・雰囲気がこどもを

生み、育てることをためらわせる状況にある。 

○  こどもや子育て世帯が安心・快適に日常生活を送ることができるようにするため、

こどもや子育て世帯の目線に立ち、こどものための近隣地域の生活空間を形成する

「こどもまんなかまちづくり」を加速化し、こどもの遊び場の確保や、親同士・地域

住民との交流機会を生み出す空間の創出などの取組の更なる拡充を図っていく必要

がある。 

○  また、全世帯の約３分の２が共働き世帯となる中で、未婚女性が考える「理想のラ

イフコース」は、出産後も仕事を続ける「両立コース」が「再就職コース」を上回っ

 
2 地方自治体による結婚支援（マッチング支援や若い世代のライフデザイン支援等）及び結婚に伴うスタートアッ

プに係る家賃や引っ越し費用等の支援、地方自治体による乳幼児を含むこどもとのふれあい体験に関する取組

等に対して、国が実施している支援事業について、引き続き、実施していくことが重要である。 
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て最多となっているが、実際には女性の正規雇用における「Ｌ字カーブ」の存在など、

理想とする両立コースを阻む障壁が存在している。 

○  女性（妻）の就業継続や第２子以降の出生割合は、夫の家事・育児時間が長いほど

高い傾向にあるが、日本の夫の家事・育児関連時間は２時間程度と国際的に見ても低

水準である。また、こどもがいる共働きの夫婦について平日の帰宅時間は女性よりも

男性の方が遅い傾向にあり、保育所の迎え、夕食、入浴、就寝などの育児負担が女性

に集中する「ワンオペ」になっている傾向もある。 

○  実際の若者の声としても「女性にとって子育てとキャリアを両立することは困難」、

「フルタイム共働きで子育ては無理があるかもしれない」といった声が挙がっている。 

○  一方で、男性について見ると、正社員の男性について育児休業制度を利用しなかっ

た理由を尋ねた調査では、「収入を減らしたくなかった（39.9％）」が最も多かったが、

「育児休業制度を取得しづらい職場の雰囲気、育児休業取得への職場の無理解

（22.5％）」、「自分にしかできない仕事や担当している仕事があった（22.0％）」など

も多く、制度はあっても利用しづらい職場環境が存在していることがうかがわれる。 

○  こうしたことから、こども・子育て政策を推進するに当たっては、今も根強い固定

的な性別役割分担意識から脱却し、社会全体の意識の変革や働き方改革を正面に据え

た総合的な対策をあらゆる政策手段を用いて実施していく必要がある。 

（３）子育ての経済的・精神的負担感や子育て世帯の不公平感が存在する 

○  夫婦の平均理想こども数及び平均予定こども数は 2000 年代以降、ゆるやかに低下

してきており、直近では、平均理想こども数は 2.25人、平均予定こども数は 2.01人

となっている。理想のこども数を持たない理由としては、「子育てや教育にお金がかか

りすぎるから」という経済的理由が 52.6％で最も高く、特に第３子以降を持ちたいと

いう希望の実現の大きな阻害要因となっている。 

○  また、妻の年齢別に見ると、35歳未満では経済的理由が高い傾向にあるが、35歳以

上の夫婦では、「ほしいけれどもできないから」といった身体的な理由が高い。また、

いずれの世代も「これ以上、育児の心理的、肉体的負担に耐えられないから」が高い。 

○  これまでのこども・子育て政策の中では、保育対策にかなりの比重を置いてきたが、

０～２歳児の約６割はいわゆる未就園児であり、こうした家庭の親の多く集まる子育

て支援拠点が行った調査によれば、拠点を利用する前の子育て状況として「子育てを

13



 

7 
 

している親と知り合いたかった」、「子育てをつらいと感じることがあった」、「子育て

の悩みや不安を話せる人がほしかった」など、「孤立した育児」の実態が見られる。 

○  一方で、在宅の子育て家庭を対象とする「一時預かり」、「ショートステイ」、「養育

訪問支援」などの整備状況は、未就園児１人当たりで見ると、一時預かりは年間約 2.86

日、ショートステイは年間約 0.05 日、養育支援訪問は年間約 0.1 件など、圧倒的に

整備が遅れている。 

○  実際の若者の声としても「教育費が昔より高くなっているので、経済的負担を考え

ると１人しか産めなさそう」、「住居費などの固定費に対してお金がかかる」といった

負担感のほか、「親の所得でこどもへの支援の有無を判断すべきではない」といった子

育て世帯の不公平感を指摘する声もある。 

○  さらに、子育て家庭が負担感を抱えている現状については、若い世代が子育てに対

してネガティブなイメージを持つことにもつながっており、「こどもがいると今の趣

味や自由な生活が続けられなくなる」、「こどもを育てることに対する制度的な子育て

罰が存在する」などといった指摘の背景ともなっていると考えられる。 

○  公教育の再生は少子化対策としても重要であり、こどもを安心して任せることので

きる質の高い公教育を再生し充実させることは、次代を担うこどもたちの健やかな育

成はもとより、若い世代の所得向上に向けた取組の基盤となり得るほか、基礎的な教

育に係る子育て家庭の負担軽減にもつながるものである。このため、誰一人取り残さ

れない学びの保障に向けた不登校・いじめ対策の推進、学校における働き方改革の更

なる加速化、処遇改善、指導・運営体制の充実、教師の育成支援の一体的な推進、国

策としての GIGA スクール構想の更なる推進など3、公教育の再生に向けた取組を着実

に進めていくことが重要である。 

○  また、学校給食費の無償化の実現に向けて、まず、学校給食費の無償化を実施する

自治体における取組実態や成果・課題の調査、全国ベースでの学校給食の実態調査を

行い、「こども未来戦略方針」4の決定から１年以内にその結果を公表する。 

その上で、小中学校の給食実施状況の違いや法制面等も含め課題の整理を丁寧に行

い、具体的方策を検討する。 

 
3 不登校・いじめ対策や学校における働き方改革の推進に当たっては、地域の関係者との連携・協働も重要であ

ることから、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進を図る。 
4 令和５年６月 13日閣議決定。 
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２．３つの基本理念 

○  Ⅰ．でも述べたとおり、我々が目指すべき社会の姿は、若い世代が希望どおり結婚し、

希望する誰もがこどもを持ち、安心して子育てができる社会、そして、こどもたちが、

いかなる環境、家庭状況にあっても分け隔てなく大切にされ、育まれ、笑顔で暮らせる

社会である。また、公教育の再生は少子化対策と経済成長実現にとっても重要であり、

以下の基本理念とも密接に関連する。こうした社会の実現を目指す観点から、こども・

子育て政策の抜本的な強化に取り組むため、この戦略の基本理念は、以下の３点である。 

（１）若い世代の所得を増やす 

○  第一に、若い世代が「人生のラッシュアワー」と言われる学びや就職・結婚・出産・

子育てなど様々なライフイベントが重なる時期において、現在の所得や将来の見通し

を持てるようにすること、すなわち「若い世代の所得を増やす」ことが必要である5。 

○  このため、こども・子育て政策の範疇
ちゅう

を越えた大きな社会経済政策として、最重要

課題である「賃上げ」に取り組む。新しい資本主義の下、持続的な成長を可能とする

経済構造を構築する観点から、「質の高い」投資の促進を図りつつ、「成長と分配の好

循環」（成長の果実が賃金に分配され、セーフティネット等による暮らしの安心の下で

それが消費へとつながる）と「賃金と物価の好循環」（企業が賃金上昇やコストを適切

に価格に反映することで収益を確保し、それが更に賃金に分配される）という「２つ

の好循環」の実現を目指す。 

○  また、賃上げを一過性のものとせず、構造的賃上げとして確固たるものとするため、

①リ・スキリングによる能力向上支援、②個々の企業の実態に応じた職務給の導入、

③成長分野への労働移動の円滑化の三位一体の労働市場改革について、「新しい資本

主義のグランドデザイン及び実行計画 2023 改訂版」6で決定した事項を、早期かつ着

実に実施する。 

○  さらに、賃上げの動きを全ての働く人々が実感でき、将来への期待も含めて、持続

的なものとなるよう、Ｌ字カーブの解消などを含め、男女ともに働きやすい環境の整

備、「同一労働同一賃金」7の徹底と必要な制度見直しの検討、希望する非正規雇用の

方々の正規化を含め、雇用の安定と質の向上を通じた雇用不安の払拭に向けた実効性

 
5 若い世代の長時間労働を是正し、子育てを含め自由に使える時間を増やすことも重要である。 
6 令和５年６月 16日閣議決定。 
7 「働き方改革」の一環として導入された、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法

律（平成５年法律第 76号）等に基づく不合理な待遇差の禁止。 
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ある取組を進める。 

○  こうした施策を支える基盤として、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフテ

ィネットを構築するため、週所定労働時間 10時間以上 20時間未満の労働者を雇用保

険の適用対象とすることとし、2028年度に実施するため、所要の法案を次期通常国会

に提出する。また、いわゆる「年収の壁（106万円・130万円）」を意識せずに働くこ

とが可能となるよう、短時間労働者への被用者保険の適用拡大や最低賃金の引上げに

取り組むことと併せて、当面の対応策として、「年収の壁・支援強化パッケージ」8を

着実に実行し、さらに、制度の見直しに取り組む。 

○  また、全国どの地域に暮らす若者・子育て世代にとっても、経済的な不安なく、良

質な雇用環境の下で、将来展望を持って生活できるようにすることが重要であり、引

き続き、地方創生に向けた取組を促進する。特に、地方において若い女性が活躍でき

る環境を整備することが必要であり、地方における分厚い中間層の形成に向けて、国

内投資の拡大を含め、持続的に若い世代の所得が向上し、未来に希望を感じられるよ

うな魅力的な仕事を創っていくための取組を支援していく。 

○  こうした取組と併せて、Ⅲ．で掲げる「加速化プラン」において、ライフステージ

を通じた経済的支援の強化や若い世代の所得向上に向けた取組、こども・子育て支援

の拡充、共働き・共育てを支える環境整備などを一体として進め、若者・子育て世帯

の所得を増やすことで、経済的な不安を覚えることなく、若者世代が、希望どおり、

結婚、妊娠・出産、子育てを選択できるようにしていく。 

（２）社会全体の構造・意識を変える 

○  第二に、少子化には我が国のこれまでの社会構造や人々の意識に根差した要因が関

わっているため、家庭内において育児負担が女性に集中している「ワンオペ」の実態

を変え、夫婦が相互に協力しながら子育てし、それを職場が応援し、地域社会全体で

支援する社会を作らなければならない。 

○  このため、これまで関与が薄いとされてきた企業や男性、さらには地域社会、高齢

者や独身者を含めて、皆が参加して、社会全体の構造や意識を変えていく必要がある。

こうした観点から、「加速化プラン」においては、こどもまんなか社会に向けた社会全

 
8 令和５年９月 27日全世代型社会保障構築本部決定。 
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体の意識改革への具体策についても掲げることとする。 

○  また、企業においても、出産・育児の支援を投資と捉え、職場の文化・雰囲気を抜

本的に変え、男性、女性ともに、希望どおり、気兼ねなく育児休業制度を使えるよう

にしていく必要がある。この点については、特に、企業のトップや管理職の意識を変

え、仕事と育児を両立できる環境づくりを進めていくことが重要である。同時に、育

児休業制度自体についても、多様な働き方に対応した自由度の高い制度へと強化する

とともに、職場に復帰した後の子育て期間における「働き方」も変えていく必要があ

る。特に、出生率の比較的高い地方から東京圏への女性の流出が続いている現状を踏

まえ、全国の中小企業を含めて、女性が活躍できる環境整備を強力に進めていくとい

う視点が重要である。 

○  働き方改革は、長時間労働の是正により夫婦双方の帰宅時間を早め、育児・家事に

充てる時間を十分に確保することや、各家庭の事情に合わせた柔軟な働き方を実現す

ること等につながる。また、子育て家庭にとってのみならず、事業主にとっても、企

業の生産性向上や労働環境の改善を通じた優秀な人材の確保といった効果があるこ

とに加えて、延長保育等の保育ニーズの減少を通じて社会的コストの抑制効果が期待

されるものでもある。さらに、価値観・ライフスタイルが多様となる中で、子育てに

限らない家庭生活における様々なニーズや、地域社会での活動等との両立が可能とな

るような柔軟で多様な働き方が普及することは、全ての働く人にとってメリットが大

きい。このため、特に、働き方改革の実施に課題のある中小企業の体制整備に向けた

取組を強力に後押ししていくことが必要である。 

○  育児休業を取りやすい職場づくりと、育児休業制度の強化、この両方があって、子

育て世帯に「こどもと過ごせる時間」を作ることができ、夫婦どちらかがキャリアを

犠牲にすることなく、協力して育児をすることができる。このためには、地域や規模

に関係なく全ての企業の協力が不可欠であり、働き方改革の推進とそれを支える育児

休業制度等の強化など、「加速化プラン」で掲げる具体的な施策について、政府・経済

界・労働界が一体となって、官民挙げて強力に取り組んでいくこととする。 

（３）全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援する 

○  第三に、様々なこども・子育て支援に関しては、親の就業形態にかかわらず、どの

ような家庭状況にあっても分け隔てなく、ライフステージに沿って切れ目なく支援を

行い、多様な支援ニーズにはよりきめ細かい対応をしていくこと、すなわち「全ての
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こども・子育て世帯を切れ目なく支援すること」が必要である。 

○  これまでも保育所の整備、幼児教育・保育の無償化など、こども・子育て政策を強

化してきたが、この 10年間で社会経済情勢は大きく変わるとともに、今後、取り組む

べきこども・子育て支援の内容も変化している。 

○  具体的には、経済的支援の拡充、社会全体の構造・意識の改革に加え、こども・子

育て支援の内容についても、 

⚫  親が働いていても、家にいても、全ての子育て家庭を等しく支援すること 

⚫  幼児教育・保育について、量・質両面からの強化を図ること、その際、待機児童対

策などに一定の成果が見られたことも踏まえ、量の拡大から質の向上へと政策の重

点を移すこと 

⚫  これまで比較的支援が手薄だった、妊娠・出産期から０～２歳の支援を強化し、妊

娠・出産・育児を通じて、全ての子育て家庭の様々な困難・悩みに応えられる伴走型

支援を強化するなど、量・質両面からの強化を図ること 

⚫  貧困の状況にあるこどもや虐待を受けているこども、障害のあるこどもや医療的

ケアが必要なこども、ヤングケアラー、社会的養護の下で暮らすこども、社会的養護

経験者（いわゆるケアリーバー）、ひとり親家庭のこどもなど、多様な支援ニーズを

有するこども・若者や、これらのこどもの家庭に対してよりきめ細かい対応を行う

こと 

などが必要となっている。 

○  こうした観点から、こども・子育て支援に関する現行制度全体を見直し、全てのこ

ども・子育て世帯について、親の働き方やライフスタイル、こどもの年齢に応じて、

切れ目なく必要な支援が包括的に提供されるよう、「加速化プラン」で掲げる各種施策

に着実に取り組むとともに、「総合的な制度体系」を構築することを目指していく。 

○  また、「総合的な制度体系」を構築する際に重要なことは、伴走型支援・プッシュ型

支援への移行である。従来、当事者からの申請に基づいて提供されてきた様々な支援

メニューについて、行政が切れ目なく伴走する、あるいは支援を要する方々に行政か

らアプローチする形に、可能な限り転換していくことが求められる。 

18



 

12 
 

○  さらに、制度があっても現場で使いづらい・執行しづらいという状況にならないよ

う、「こども政策 DX」を推進し、プッシュ型通知や、デジタル技術を活用した手続等

の簡素化、データ連携などを通じ、子育て世帯等の利便性向上や健康管理の充実、子

育て関連事業者・地方自治体等の手続・事務負担の軽減を図る。なお、こうした「こ

ども政策 DX」に積極的に取り組み、各制度の実施に当たっては DX による効率的な実

施を基本とするとともに、関係データの連携、そのデータの利活用を図ることは、Ⅳ．

で掲げる PDCAの推進のためにも重要と考えられる。 

○  また、全国それぞれの地域社会において、地域の実情に応じた包括的な支援が提供

されるよう、国と地方自治体が連携して、こども・子育て支援の強化を図っていく必

要がある。その際には、地域ごとの多様なニーズに対して、幼児教育・保育事業者は

もとより、企業や NPO・NGO、ボランティア団体、地域住民などの多様な主体の参画の

下で、それぞれの地域が有する資源を最大限に活用しながら、こども・子育て世帯を

地域全体で支えるための取組を促進していくことが重要である。  
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Ⅲ．「加速化プラン」～今後３年間の集中的な取組～ 

（これから６～７年がラストチャンス） 

○  我が国の出生数を 1990年以降で見ると、2000年代に入って急速に減少しており、1990

年から 2000年までの 10年間の出生数は約３％の減少であるのに対し、2000年から 2010

年は約 10％の減少、2010年から 2020年は約 20％の減少となっている。さらに、コロナ

禍の３年間（2020～2022年）で婚姻件数は約９万組減少、未婚者の結婚希望や希望こど

も数も大幅に低下・減少している。 

○  このままでは、2030年代に入ると、我が国の若年人口は現在の倍速で急減することに

なり、少子化はもはや歯止めの利かない状況になる。2030年代に入るまでのこれからの

６～７年が、少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスであり、少子化対策は

待ったなしの瀬戸際にある。 

○  このため、以下の各項目に掲げる具体的政策について、「加速化プラン」として、今後

３年間の集中取組期間において、できる限り前倒しして実施する。  
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Ⅲ－１．「加速化プラン」において実施する具体的な施策  

１．ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化や若い世代の所得向上に向けた取組 

（１）児童手当の抜本的拡充 ～全てのこどもの育ちを支える制度へ～ 

○  児童手当については、次代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援と

しての位置付けを明確化する。このため、所得制限を撤廃し、全員を本則給付9とする

とともに、支給期間について高校生年代10まで延長する11。 

児童手当の多子加算については、こども３人以上の世帯数の割合が特に減少してい

ることや、こども３人以上の世帯はより経済的支援の必要性が高いと考えられること

等を踏まえ、第３子以降３万円とする12。 

これら、児童手当の抜本的拡充のための所要の法案を次期通常国会に提出し、2024

年 10月から実施する。その際、児童手当の支払月を年３回から、隔月（偶数月）の年

６回とする児童手当法（昭和 46年法律第 73号）の改正を併せて行い、拡充後の初回

の支給を 2024年 12月とする。 

（２）出産等の経済的負担の軽減                          

～妊娠期からの切れ目ない支援、出産費用の見える化と保険適用～ 

○  これまで実施してきた幼児教育・保育の無償化に加え、支援が手薄になっている妊

娠・出産期から２歳までの支援を強化する。令和４年度第二次補正予算で創設された

「出産・子育て応援交付金」（10万円）について、2024年度も継続して実施するとと

もに、2025年度から子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）の新たな給付と

して制度化することとし、所要の法案を次期通常国会に提出する。くわえて、この新

たな給付に伴走型相談支援と組み合わせて実施することを推進し、妊娠期からの切れ

目ない支援を着実に実施する。 

 
9 現在は、主たる生計者の年収 960 万円以上、年収 1,200 万円未満の場合、月額 5,000 円の支給となり、年収

1,200 万円以上の場合、支給対象外となっている（※）。これらを改め、主たる生計者の年収 960 万円以上の場

合についても、第１子・第２子について、０歳から３歳未満については月額 15,000 円とし、３歳から高校生につい

ては月額 10,000円とする。また、第３子以降について、０歳から高校生まで全て月額３万円とする。     

（※）こども２人と年収 103万円以下の配偶者の場合。 
10 18歳に達する日以後の最初の３月 31日までの間にある者。 
11 中学生までの取扱いとのバランス等を踏まえた高校生の扶養控除との関係の整理については、「令和６年度

税制改正の大綱」（令和５年 12月 22日閣議決定）による。 
12 多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末

までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とし、自治体の事務負担に配慮した簡素

な方法で確認することとする。 
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○  本年４月からの出産育児一時金の大幅な引上げ（42 万円→50 万円）及び低所得の

妊婦に対する初回の産科受診料の費用助成を着実に実施するなど、妊婦の経済的負担

の軽減を推進するとともに、出産費用の見える化について来年度からの実施に向けた

具体化を進める。出産費用の見える化については、本年夏にかけて有識者による検討

において公表項目等の整理を行ったところであり、今後、医療機関等の協力を得て、

必要な情報の収集やウェブサイトの立ち上げを行う。その上でこれらの効果等の検証

を行い、2026年度を目途に、出産費用（正常分娩）の保険適用の導入を含め、出産に

関する支援等の更なる強化について検討を進める。あわせて、無痛分娩について、麻

酔を実施する医師の確保を進めるなど、妊婦が安全・安心に出産できる環境整備に向

けた支援の在り方を検討する。 

（３）医療費等の負担軽減 ～地方自治体の取組への支援～ 

○  おおむね全ての地方自治体において実施されているこども医療費助成について、国

民健康保険の国庫負担の減額調整措置を廃止する。あわせて、適正な抗菌薬使用など

を含め、こどもにとってより良い医療の在り方について、社会保障審議会医療保険部

会などにおける意見も踏まえつつ検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずる。 

（４）高等教育費の負担軽減                           

～奨学金制度の充実と「授業料後払い制度（いわゆる日本版 HECS）」の創設～ 

○  教育費の負担が理想のこども数を持てない大きな理由の一つとなっているとの声

があることから、特にその負担軽減が喫緊の課題とされる高等教育については、教育

の機会均等を図る観点からも、着実に取組を進めていく必要がある。 

○  まず、貸与型奨学金について、奨学金の返済が負担となって、結婚・出産・子育て

をためらわないよう、減額返還制度を利用可能な年収上限について、325万円から 400

万円に引き上げるとともに、子育て時期の経済的負担に配慮する観点から、こども２

人世帯については 500万円以下まで、こども３人以上世帯について 600万円以下まで

更に引き上げる。また、所得連動方式を利用している者について、返還額の算定のた

めの所得計算においてこども１人につき 33万円の所得控除を上乗せする。 

○  授業料等減免及び給付型奨学金について、低所得世帯の高校生の大学進学率の向上

を図るとともに、2024 年度から多子世帯13や理工農系の学生等の中間層（世帯年収約

600 万円）に拡大する。さらに、高等教育費により理想のこども数を持てない状況を

 
13 扶養される子供が３人以上の世帯（扶養する子供が３人以上いる間、第１子から支援の対象）。 
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払拭するため、2025 年度から、多子世帯の学生等については授業料等を無償14とする

措置等を講ずることとし、対象学生に係る学業の要件について必要な見直しを図るこ

とを含め、早急に具体化する。 

○  授業料後払い制度について、まずは、2024年度から修士段階の学生を対象として導

入15した上で、2025 年度からの多子世帯の授業料等の無償化と並行して、学部段階へ

の本格導入に向けた更なる検討を進め、今後の各般の議論を踏まえ、速やかに結論を

得る。その財源基盤を強化するため、Ⅲ－２．で後述する HECS債（仮称）による資金

調達手法を導入する。 

○  地方創生を推進するデジタル田園都市国家構想交付金により、地方自治体による高

等教育費の負担軽減に向けた支援を促しつつ、大学卒業後に地方に移住する学生への

支援を強化する。 

（５）個人の主体的なリ・スキリングへの直接支援 

○   企業経由が中心となっている国の在職者への学び直し支援策について、働く個人が

主体的に選択可能となるよう、５年以内を目途に、効果を検証しつつ、過半が個人経

由での給付が可能となるようにしていく。 

○  その際、教育訓練給付について、訓練効果をより高める観点から、2024年度中に給

付率等を含めた拡充を行うとともに、個々の労働者が教育訓練中に生ずる生活費等へ

の不安なく、主体的にリ・スキリングに取り組むことができるよう、2025年度中に訓

練期間中の生活を支えるための新たな給付や融資制度を創設するため、所要の法案を

次期通常国会に提出する。 

（６）いわゆる「年収の壁（106 万円／130万円）」への対応 

○   いわゆる 106 万円・130 万円の壁を意識せずに働くことが可能となるよう、短時間

労働者への被用者保険の適用拡大、最低賃金の引上げに引き続き取り組む。 

○  こうした取組と併せて、人手不足への対応が急務となる中で、壁を意識せずに働く

時間を延ばすことのできる環境づくりを後押しするため、当面の対応策として、2023

年 10月より実施している「年収の壁・支援強化パッケージ」（（１）106 万円の壁への

 
14 現行制度と同様、支援の上限は、大学の場合、授業料は国公立約 54万円、私立約 70万円、入学金は国公

立約 28万円、私立約 26万円（大学以外も校種・設置者ごとに設定）とする。 
15 所得に応じた納付が始まる年収基準は子育て期の納付に配慮し、例えば、こどもが２人いれば、年収 400万

円程度までは所得に応じた納付は始まらないこととする。 

23



 

17 
 

対応（①キャリアアップ助成金のコースの新設、②社会保険適用促進手当の標準報酬

算定除外）、（２）130 万円の壁への対応（③事業主の証明による被扶養者認定の円滑

化）、（３）配偶者手当への対応（④企業の配偶者手当の見直し促進））を着実に実行す

る。また、「年収の壁」を意識せずに働くことが可能になるよう、制度の見直しに取り

組む。 

（７）子育て世帯に対する住宅支援の強化 ～子育てにやさしい住まいの拡充～ 

○  こどもや子育て世帯の目線に立った「こどもまんなかまちづくり」を加速化させる。

その中で、理想のこども数を持てない理由の一つとして若い世代を中心に「家が狭い

から」が挙げられており、また、子育て支援の現場からも子育て世代の居住環境の改

善を求める声があることから、子育てにやさしい住まいの拡充を目指し、住宅支援を

強化する。 

○  具体的には、まず、立地や間取りなどの面で子育て環境に優れた公営住宅等の公的

賃貸住宅を対象に、必要に応じて住戸の改修支援等を行い、全ての事業主体で子育て

世帯等が優先的に入居できる仕組みの導入を働きかける。これにより、今後 10 年間

で子育て世帯等の居住に供する住宅約 20万戸を確保する。 

○  さらに、ひとり親世帯など支援が必要な世帯を含め、子育て世帯が住宅に入居しや

すい環境を整備する観点から、改正空家等対策特別措置法16に基づく空家等活用促進

区域の設定や空家等管理活用支援法人の指定等により、空き家の所有者へ活用を働き

かけ、空き家の改修・サブリースを促進するとともに、戸建てを含めた空き家の子育

て世帯向けのセーフティネット住宅への登録を促進することなどにより、既存の民間

住宅ストックの活用を進める。これらにより、今後 10 年間で子育て世帯等の居住に

供する住宅約 10万戸を確保する。 

○  あわせて、子育て世帯等が良質な住宅を取得する際に、住宅金融支援機構が提供す

る全期間固定金利の住宅ローン「フラット３５」について、こどもの人数に応じて金

利を引き下げる制度を 2023年度中に開始する。 

○  これらの取組に加えて、こどもの声や音などの面で近隣住民に気兼ねせず入居でき

る住まいの環境づくりとして、集合住宅の入居者等への子育て世帯に対する理解醸成

を図る。また、子育て世帯向け住宅の周知の強化や、子育て世帯に対して入居や生活

に関する相談等の対応を行う居住支援法人に重点的な支援を講じることにより、住ま

 
16 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律（令和５年法律第 50号）。 

24



 

18 
 

いに関する支援を必要としながらも支援が行き届いていない子育て世帯への取組を

強化する。 

２．全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充 

（１）妊娠期からの切れ目ない支援の拡充 ～伴走型支援と産前・産後ケアの拡充～ 

○   妊娠から産後２週間未満までの妊産婦の多くが不安や負担感を抱いていることや、

児童虐待による死亡事例（心中以外）の約半数が０歳児（うち 25％は０か月児）であ

ることなどを踏まえると、妊娠期からの切れ目ない支援と産前・産後ケアの拡充は急

務となっている。 

○  このため、妊娠期から出産・子育てまで、身近な場所で相談に応じ、多様なニーズ

に応じた支援につなぐ「伴走型相談支援」について、地方自治体の取組と課題を踏ま

えつつ、継続的な実施に向け、児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）の新たな相談支

援事業として制度化する。その際、アプリや SNSを活用した情報発信など、デジタル

技術を積極的に活用する。 

○  退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポートなどを行い、産後も安心して

子育てができる支援体制の確保を図る産後ケア事業については、利用者負担の軽減措

置を本年度から全ての世帯に対象を拡大して実施している。更なる利用拡大に向け、

本事業を子ども・子育て支援法の地域子ども・子育て支援事業として位置付け、支援

を必要とする全ての方が利用できるようにするための提供体制の確保に向けた取組

を進めるとともに、支援の必要性の高い産婦などを受け入れる施設に対する支援の拡

充を行い、子育て家庭の産前・産後の心身の負担軽減を図る観点から、実施体制の強

化等を行う。 

○ 「１か月児」及び「５歳児」への健康診査並びに「新生児マススクリーニング検査」

の対象疾患拡充について、早期の全国展開に向けた支援を行うとともに、「新生児聴覚

検査」について、全国での公費負担の実施に向けた取組を進める。 

○  女性が、妊娠前から妊娠・出産後まで、健康で活躍できるよう、国立成育医療研究

センターに、「女性の健康」に関するナショナルセンター機能を持たせ、女性の健康や

疾患に特化した研究や、プレコンセプションケア17や産後ケア事業を含む成育医療等

の提供に関する研究等を進めるとともに、基礎疾患のある妊産婦や妊娠を希望する女

性等に対する妊娠と薬に関する相談支援を進める。また、2022年度から保険適用され

 
17 男女ともに性や妊娠に関する正しい知識を身に付け、健康管理を行うよう促すこと。 
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た不妊治療について、推進に向けた課題を整理、検討する。 

（２）幼児教育・保育の質の向上 ～75年ぶりの配置基準改善と更なる処遇改善～ 

○  待機児童対策の推進により量の拡大は進んだものの、一方で、昨今、幼児教育・保

育の現場でのこどもをめぐる事故や不適切な対応事案などにより子育て世帯が不安

を抱えており、安心してこどもを預けられる体制整備を急ぐ必要がある。 

○  このため、保育所・幼稚園・認定こども園の運営費の基準となる公定価格の改善に

ついて、公的価格評価検討委員会中間整理（2021 年 12 月）を踏まえた費用の使途の

見える化を進め、保育人材確保、待機児童解消その他関連する施策との関係を整理し

つつ、取組を進める。 

○  具体的には、「社会保障と税の一体改革」以降積み残された１歳児及び４・５歳児の

職員配置基準については、 

① 2024年度から、制度発足以来 75年間一度も改善されてこなかった４・５歳児に

ついて、30 対１から 25 対１への改善を図り、それに対応する加算措置を設ける。

また、これと併せて最低基準の改正を行う（経過措置として当分の間は従前の基準

により運営することも妨げない。）。 

② 2025 年度以降、１歳児について、保育人材の確保等の関連する施策との関係も

踏まえつつ、加速化プラン期間中の早期に６対１から５対１への改善を進める。 

○  また、保育士等の処遇改善については、令和５年人事院勧告を踏まえた対応を実施

するとともに、民間給与動向等を踏まえた更なる処遇改善を進める。 

○  くわえて、費用の使途の見える化に向けて、事業者が施設ごとの経営情報等を都道

府県知事に報告することを求めるとともに、報告された経営情報等の分析結果等の公

表を都道府県知事に求めること等を法定化する。 

（３）全ての子育て家庭を対象とした保育の拡充～「こども誰でも通園制度（仮称）」の創設～  

○  ０～２歳児の約６割を占める未就園児を含め、子育て家庭の多くが「孤立した育児」

の中で不安や悩みを抱えており、支援の強化を求める意見がある。全てのこどもの育

ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対し

て、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行

の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わ

ず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付（「こども誰でも通園制度（仮称）」）

を創設する。 
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○  具体的には、2025年度に子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事

業として制度化し、実施自治体の増加を図った上で、2026年度から子ども・子育て支

援法に基づく新たな給付として全国の自治体において「こども誰でも通園制度（仮称）」

を実施できるよう、所要の法案を次期通常国会に提出する。 

○  2025 年度からの制度化に向けて、2023 年度から本格実施を見据えた試行的事業の

開始を可能とすることとし、2024 年度も含めた試行的事業の実施状況を踏まえつつ、

制度実施の在り方について検討を深める。 

○  病児保育の安定的な運営を図る観点から、病児保育に係る保育士等の職務の特殊性

等を踏まえた基本分単価の引上げ等を、2024年度から行う。  

（４）新・放課後子ども総合プランの着実な実施～「小１の壁」打破に向けた量・質の拡充～ 

○  保育の待機児童が減少する一方で、放課後児童クラブの待機児童は依然として 1.5

万人程度存在し、安全対策についての強化が求められるなど、学齢期の児童が安全・

安心に過ごせる場所の拡充は急務である。 

○  このため、全てのこどもが放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行う

ことができるよう、新・放課後子ども総合プラン（2019年度～2023年度）による受け

皿の拡大（約 122万人から約 152万人への拡大）を目指してきたところであるが、本

年度末までにその達成が困難な状況であることを踏まえ、この目標を加速化プランの

期間中の早期に達成できるよう取り組むとともに、放課後児童クラブの安定的な運営

を図る観点から、2024年度から常勤職員配置の改善などを図る。 

（５）多様な支援ニーズへの対応                         

～こどもの貧困対策・ひとり親家庭の自立支援と社会的養護、障害児・医療的ケア児等

の支援基盤の充実～ 

○  経済的に困難な家庭のこども、障害のあるこどもや医療的ケア児、異なる文化的背

景を持つこどもなど、多様な支援ニーズを有するこどもの健やかな育ちを支え、「誰一

人取り残さない」社会を実現する観点から、それぞれの地域において包括的な支援を

提供する体制の整備が求められる。 

○  2022年に成立した児童福祉法等の一部改正18（以下「改正児童福祉法」という。）で

は、児童虐待の相談対応件数が増加を続けるなど、子育てに困難を抱える世帯が顕在

 
18 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 66号）。 
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化してきている状況を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支援体制の中核を担うこ

ども家庭センターの設置や地域における障害児支援の中核的役割を担う児童発達支援

センターの位置付けの明確化などが行われた。 

○  また、こどもの貧困対策は、我が国に生まれた全てのこどもの可能性が十全に発揮

される環境を整備し、全てのこどもの健やかな育ちを保障するという視点のみならず、

公平・公正な社会経済を実現する観点からも極めて重要である。こどものいる世帯の

約１割はひとり親世帯であり、その約 45％が相対的貧困の状況にあることを踏まえれ

ば、特にひとり親家庭の自立と子育て支援は、こどもの貧困対策としても喫緊の課題

であると認識する必要がある。 

○  さらに、こども・若者が安心して過ごせる居場所づくりが重要となっている。「こど

もの居場所づくりに関する指針」19に基づき、地方公共団体や民間団体における安定

的で質の高い居場所の運営など、現場のニーズに応じた多様な居場所づくりを支援し

ていく。 

○  こうした多様なニーズを有する子育て世帯への支援については、支援基盤や自立支

援の拡充に重点を置き、以下の対応を中心に進めるとともに、今後のニーズの増大等

にも対応し、必要な支援を確実に提供していく。 

こどもの貧困対策・ひとり親家庭の自立促進 

○  こどもの貧困を解消し、貧困の連鎖を断ち切るため、こどもの生活支援、学習支援

を更に強化するとともに、ひとり親家庭に対し、児童扶養手当の拡充のほか、就業支

援、養育費確保支援などを多面的に強化する。 

 

（貧困を解消し、貧困の連鎖を断ち切るためのこどもへの支援） 

○  ひとり親家庭や低所得子育て世帯のこどもに対する伴走的な学習支援を拡充し、新

たに受験料等を支援することで進学に向けたチャレンジを後押しする。 

○  また、こどもたちが、貧困によって食事が十分にとれなかったり、様々な体験に制

約を受けることがなくなるよう、貧困家庭への宅食を行うとともに、地域にある様々

な場所を活用して、安全・安心で気軽に立ち寄ることができる食事や体験・遊びの機

会の提供場所を設ける。こうした取組を通じて、支援が必要なこどもを早期に発見し、

適切な支援につなげる仕組みをつくることにより、こどもに対する地域の支援体制を

 
19 令和５年 12月 22日閣議決定。 
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強化する。 

 

（ひとり親の就労支援等を通じた自立促進や経済的支援等） 

○  看護師・介護福祉士等の資格取得を目指すひとり親家庭の父母に対する給付金制度

（高等職業訓練促進給付金制度）について、短期間で取得可能な民間資格を含む対象

資格に拡大し、より幅広いニーズに対応できる制度とする。また、幅広い教育訓練講

座の受講費用の助成を行う給付金（自立支援教育訓練給付金）について、助成割合の

引上げ等を行うとともに、ひとり親に対する就労支援事業等について、所得等が増加

しても自立のタイミングまで支援を継続できるよう、対象者要件を拡大する。 

○  ひとり親家庭の自立を促進する環境整備を進めるため、ひとり親を雇い入れ、人材

育成・賃上げに向けた取組を行う企業に対する支援を強化する。 

○  養育費の履行確保のため、養育費の取決め等に関する相談支援や養育費の受取に係

る弁護士報酬の支援を行い、ひとり親家庭の生活の安定を図る。 

○  児童扶養手当の所得限度額について、ひとり親の就労収入の上昇等を踏まえ、自立

の促進を図る観点から見直すとともに、３人以上の多子世帯についての加算額を拡充

することとし、このための所要の法案を次期通常国会に提出する。 

児童虐待防止・社会的養護・ヤングケアラー等支援 

○  改正児童福祉法による包括的な相談支援体制の構築などの体制整備を着実に実施

するとともに、こども・若者視点での新たなニーズに応じた支援やアウトリーチ型支

援などを強化する。 

 

（虐待の未然防止） 

○  子育てに困難を抱える世帯やヤングケアラー等に対するプッシュ型・アウトリーチ

型支援を強化するため、こども家庭センターの全国展開を図るとともに、学校や地域

とのつなぎ役の配置などにより、子育てに困難を抱える家庭やこどもの SOSをできる

限り早期に把握し、必要な支援を届けるための体制整備を推進する。また、子育て世

帯への訪問支援などの家庭支援事業を拡充するとともに、宅食などのアウトリーチ支

援を充実する。 

○  妊婦健診未受診の妊婦などを必要な支援につなげるため、継続的に訪問支援を行う

事業を実施するとともに、生活に困難を抱える特定妊婦等に対する一時的な住まいの

29



 

23 
 

提供や、こどもの養育等に関する相談・助言等を行う事業に取り組む。 

 

（こども・若者視点からの新たなニーズへの対応） 

○  こども・若者視点からの新たなニーズへの対応として、虐待等で家庭等に居場所が

無いこども・若者がそのニーズに合わせて必要な支援を受けられ、宿泊もできる安全

な居場所等を確保する。 

○  また、親からの虐待や貧困等に起因して様々な困難に直面する学生等に対し、食事

提供・相談支援等のアウトリーチ型支援を行う。 

 

（児童虐待への支援現場の体制強化） 

○  児童虐待に迅速かつ的確に対応するため、児童相談所の職員の採用・人材育成・定

着支援や業務軽減に向けた ICT化等を行うとともに、こども家庭ソーシャルワーカー

の資格取得を促進する。 

 

（虐待等を受けたこどもの生活環境等の整備） 

○  こどもの状況等に応じた個別ケアを推進するため、一時保護施設における小規模ユ

ニットケアを推進するとともに、一時保護施設や児童養護施設等に入所しているこど

もの学習環境整備等の支援強化を図る。 

○  こどもの権利擁護の環境整備や親子関係の再構築支援を推進する。 

○  家庭養育環境を確保するための里親委託等を推進し、里親等委託率の向上を目指す。

あわせて、里親支援センター等における特別養子縁組家庭等に対する情報提供、養育

に関する助言等の支援を推進する。 

○  社会的養護を経験した若者が自立した社会生活を送ることができるよう、住居の提

供や生活相談等を行う事業について、年齢にかかわらず必要な支援を継続するととも

に、課題に応じた個別対応の強化や生活の質の向上を図る。また、虐待経験がありな

がら公的支援につながることなく成人した者等に対する相談・助言、一時的な居住支

援等を行う。 

障害児支援、医療的ケア児支援等 

○  こどもと家族に寄り添いながら個々の特性や状況に応じた質の高い支援の提供を

進めるとともに、地域社会への参加・包摂（インクルージョン）を推進し、障害の有

無にかかわらず、全てのこどもが安心して共に育ち暮らすことができる地域社会を実
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現する。 

 

（早期発見・早期支援等の強化） 

○  保健、医療、福祉、教育等の関係者が連携し、地域において様々な機会を通じた発

達相談、発達支援、家族支援の取組を進め、早期から切れ目なくこどもの育ちと家族

を支える体制の構築を進める。 

 

（地域における支援体制強化とインクルージョンの推進） 

○  障害の有無にかかわらず、安心して暮らすことができる地域づくりを進めるため、

地域における障害児の支援体制の強化や保育所等におけるインクルージョンを推進

する。具体的には、地域における障害児支援の中核的役割を担う児童発達支援センタ

ーについて、専門的な支援の提供と併せて、地域の障害児支援事業所や保育所等への

支援を行うなどの機能強化を行うとともに、保育所等への巡回支援の充実を図る。 

○  こうした支援体制の強化が全国各地域で進むよう、国や都道府県等による状況把握

や助言等の広域的支援を進め、地域の支援体制の整備を促進する。 

 

（専門的な支援の強化等） 

○  医療的ケア児、聴覚障害児など、専門的支援が必要なこどもたちへの対応のため地

域における連携体制を強化するとともに、医療的ケア児について一時的に預かる環境

の整備や保育所等における受入れ体制の整備を進める。 

○  また、補装具については、障害のあるこどもにとって日常生活に欠かせないもので

あり、成長に応じて交換が必要なものであることを踏まえ、保護者の所得にかかわら

ずこどもの育ちを支える観点から、障害児に関する補装具費支給制度の所得制限を撤

廃する。 

○  全国どの地域でも、質の高い障害児支援の提供が図られるよう、研修体系の構築な

ど支援人材の育成を進めるとともに、ICTを活用した支援の実証・環境整備を進める。 

３．共働き・共育ての推進 

（１）男性育休の取得促進 ～「男性育休は当たり前」になる社会へ～ 

○  国際的に見ても低水準にある夫の家事・育児関連時間を増やし、共働き・共育てを

定着させていくための第一歩が男性育休の取得促進である。「男性育休は当たり前」に
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なる社会の実現に向けて、官民一体となって取り組む。このため、制度面と給付面の

両面からの対応を抜本的に強化する。 

○  なお、こうした対応を図るに当たっては、各種施策によって、かえって女性側に家

事・育児負担が偏ってしまうということのないように十分に留意しなければならない。 

制度面の対応 

○  まず、制度面では、男性の育児休業取得率について、現行の政府目標（2025 年まで

に 30％）を大幅に引き上げる。具体的には、国・地方の公務員（一般職・一般行政部

門常勤）について育児休業の内容にも留意しつつ、先行的に目標の前倒しを進め、公

務員、民間の双方について、以下のように男性の育児休業取得率の目標を引き上げる。 

（男性の育児休業取得率の目標） 

   2025年 公務員 85％（１週間以上の取得率）、民間 50％ 

      2030年 公務員 85％（２週間以上の取得率）、民間 85％ 

    （参考）民間の直近の取得率20：女性 80.2％、男性 17.13％ 

○  また、2025 年３月末で失効する次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120

号）を改正し、その期限を延長した上で、一般事業主行動計画について、数値目標の

設定や、PDCAサイクルの確立を法律上の仕組みとして位置付けるとともに、今後の次

世代育成支援において重要なのは「男女とも仕事と子育てを両立できる職場」である

という観点を明確化した上で、男性の育児休業取得を含めた育児参加や育児休業から

の円滑な職場復帰支援、育児に必要な時間帯や勤務地への配慮等に関する行動が盛り

込まれるよう促す。あわせて、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律（平成３年法律第 76号。以下「育児・介護休業法」という。）に

おける育児休業取得率の開示制度について、常時雇用する労働者数が 300人超の事業

主に拡充するため、所要の法案を次期通常国会に提出することとし、これを踏まえて

有価証券報告書における開示を進める。 

給付面の対応 

○  さらに給付面の対応として、いわゆる「産後パパ育休」（最大 28日間）を念頭に、出

生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するため、給付率を現行

の 67％（手取りで８割相当）から、80％（手取りで 10割相当）へと引き上げる。 

○  具体的には、子の出生直後の一定期間内（男性は子の出生後８週間以内、女性は産

 
20 厚生労働省「令和４年度雇用均等基本調査」。 
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後休業後８週間以内）に、両親が共に 14日以上の育児休業を取得した場合には、その

期間の給付率を 28 日間を限度に引き上げることとし、2025 年度から実施するため、

所要の法案を次期通常国会に提出する。 

○  男女ともに、職場への気兼ねなく育児休業を取得できるようにするため、現行の育

児休業期間中の社会保険料の免除措置及び育児休業給付の非課税措置に加えて、育児

休業を支える体制整備を行う中小企業に対する助成措置を大幅に強化する取組を推

進する。具体的には、業務を代替する周囲の社員への応援手当の支給に関する助成の

拡充や代替期間の長さに応じた支給額の増額を行う。あわせて、「くるみん認定」の取

得など、各企業の育児休業の取得状況等に応じた加算等による実施インセンティブの

強化を図る。 

○  あわせて、男性育休の大幅な取得増等に対応できるよう、育児休業給付を支える財

政基盤を強化するため、2022年雇用保険法改正法21の附則の規定22を踏まえ、 

・ 2024年度から、国庫負担割合を現行の 1/80から本則の 1/8に引き上げるととも

に、 

・ 当面の保険料率は現行の 0.4％に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、

本則料率を 2025 年度から 0.5％に引き上げる改正を行うとともに、実際の料率は

保険財政の状況に応じて弾力的に調整する仕組みを導入する 

こととし、所要の法案を次期通常国会に提出する。 

（２）育児期を通じた柔軟な働き方の推進 ～利用しやすい柔軟な制度へ～ 

○  育児期を通じて多様な働き方を組み合わせることで、男女で育児・家事を分担しつ

つ、育児期の男女が共に希望に応じてキャリア形成との両立を可能とする仕組みを構

築するとともに、好事例の紹介等の取組を進める。 

○  こどもが３歳になるまでの場合においては、現行の育児・介護休業法上、短時間勤

務を措置することが事業主に義務付けられており、フレックスタイム制を含む出社・

退社時刻の調整等が努力義務となっている。これらに加え、新たに子育て期の有効な

働き方の一つとして、テレワークも事業主の努力義務の対象に追加するため、所要の

法案を次期通常国会に提出する。 

○  また、こどもが３歳以降小学校就学前までの場合においては、育児・介護休業法で、

 
21 雇用保険法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 12号）。 
22 育児休業給付及びその財源の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて

所要の措置を講ずるものとされている。 
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柔軟な働き方を実現するため、①フレックスタイム制を含む出社・退社時刻の調整、

②テレワーク、③短時間勤務制度、④保育施設の設置運営等、⑤休暇から、事業主が

職場の労働者のニーズを把握しつつ複数の制度を選択して措置し、その中から労働者

が選択できる制度（「親と子のための選べる働き方制度（仮称）」）を創設する。さらに、

現在はこどもが３歳になるまで請求することができる残業免除（所定外労働の制限）

について、対象となるこどもの年齢を小学校就学前まで引き上げるため、所要の法案

を次期通常国会に提出する。 

○  さらに、子や家庭の状況（例えば、障害児・医療的ケア児を育てる親やひとり親家

庭等）から、両立が困難となる場合もある。労働者の離職を防ぐ観点から、事業主に

対して、妊娠・出産等の申出時や子が３歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に

関する個別の意向を聴取し、その意向に対する自社の状況に応じた配慮を求めること

とするため、所要の法案を次期通常国会に提出する。 

○  あわせて、育児中の柔軟な働き方として、男女ともに時短勤務を選択しやすくなる

よう、「育児時短就業給付（仮称）」を創設し、こどもが２歳未満の期間に、時短勤務

を選択した場合に、時短勤務時の賃金の 10％を支給することとし、2025 年度から実

施するため、所要の法案を次期通常国会に提出する。 

○  上記の短時間勤務についても、男性育休促進と同様に、周囲の社員への応援手当支

給等の体制整備を行う中小企業に対する助成措置の大幅な強化と併せて推進する。 

○  また、こどもが病気の際などに休みにくい等の問題を踏まえ、病児保育の拡充と併

せて、こうした場合に休みやすい環境整備を行う。具体的には、こどもが就学前の場

合に年５日間23取得が認められる「子の看護休暇」について、対象となるこどもの年齢

を小学校３年生修了時まで引き上げるほか、こどもの行事（入園式等）参加や、感染

症に伴う学級閉鎖等にも活用できるように休暇取得事由の範囲を見直すため、所要の

法案を次期通常国会に提出するとともに、取得促進に向けた支援を行う。 

○  また、仕事と育児の両立に取り組む労働者の心身の健康を守るため、企業における

勤務間インターバル制度の導入やストレスチェック制度の活用など、労働者の健康確

保のために事業主の配慮を促す仕組みを導入するとともに、選択的週休３日制度の普

及にも取り組む。 

○  こうした個々の制度の前提として、長時間労働の是正を始め、企業全体の働き方改

 
23 就学前のこどもが２人以上の場合は、年 10日間。 
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革をより一層推進し、育児期の男女が共に職場からの帰宅後に育児や家事を行うこと

ができるようにすることが重要である。このため、まずは、2024年度からの時間外労

働の上限規制の全面施行に向け、法制度の周知を徹底し、必要な支援を実施するとと

もに、更なる長時間労働の是正に向けて、実効性を高めるための一層の取組を推進し

ていく。このことは、家族介護や不妊治療など、様々な事情を抱える方々が、仕事と

の両立を可能とし、各自の能力を発揮することにもつながるものである。 

（３）多様な働き方と子育ての両立支援 ～多様な選択肢の確保～ 

○  子育て期における仕事と育児の両立支援を進め、多様な働き方を効果的に支える雇

用のセーフティネットを構築する観点から、現在、雇用保険が適用されていない週所

定労働時間 10時間以上 20時間未満の労働者についても失業給付や育児休業給付等を

受給できるよう、新たに適用対象とし、適用対象者数24や事業主の準備期間等を勘案

して 2028年度に施行するため、所要の法案を次期通常国会に提出する。 

○  自営業・フリーランス等の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、

国民年金の第１号被保険者について育児期間に係る保険料免除措置を創設すること

とする。その際、現行の産前・産後期間の保険料免除制度や被用者保険の育児休業期

間の保険料免除措置を参考としつつ、2026年度に施行するため、所要の法案を次期通

常国会に提出する。 

４．こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革 

○  こども・子育て政策を実効あるものとするためには、行政が責任をもって取り組むこ

とはもとより、こどもや子育て中の方々が気兼ねなく様々な制度や支援メニューを利用

できるよう、地域社会、企業など様々な場で、年齢、性別を問わず、全ての人がこども

や子育て中の方々を応援するといった社会全体の意識改革を進める必要がある。 

○  こどもや子育て世帯を社会全体で支える気運を醸成するため、優先案内や専門レーン

を設置するなどの取組が国立博物館など国の施設において今春にスタートしており、利

用者のニーズを踏まえつつ、こうした取組を他の公共施設や民間施設にも広げていくと

ともに、公共インフラのこども向け現場見学機会の増加など、有意義な体験の場を提供

する。 

 
24 週所定労働時間が 10時間以上 20時間未満の雇用者数は 2022年に約 488万人。 
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○  また、鉄道やバスなどにおけるベビーカー使用者のためのフリースペース等の設置や

分かりやすい案内の促進とともに、公共交通機関等において、妊産婦や乳幼児連れの方

を含め、配慮が必要な方に対する利用者の理解・協力を啓発する取組を推進する。 

○  さらに、「こどもまんなか宣言」の趣旨に賛同する企業・個人・地方自治体などに「こ

どもまんなか応援サポーター」となっていただき、「今日からできること」を実践し、取

り組んだ内容を自ら SNSなどで発表する「こどもまんなか応援プロジェクト」の取組を

始め、こども・子育てを応援する地域や企業の好事例の共有・横展開や各地域でリレー

シンポジウムを開催するなど、こどもや子育てにやさしい社会の輪が、全国に広がって

いくよう取り組んでいく。 

○  もとよりこうした意識改革は、少子化の危機的な状況、そして今のこどもを取り巻く

状況や、子育て世帯の負担がいかに大きなものかということをより多くの方に理解して

いただくことによって、自然と周囲の協力が行われることが望ましい。社会の意識を変

えていくことは簡単ではないが、大きな挑戦と捉え、様々な手法で国民的な議論を起こ

し、より多くの方の理解と行動を促していく。  
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Ⅲ－２．「加速化プラン」を支える安定的な財源の確保  

○  Ⅲ－１．の１．～４．で掲げた給付面の改革や意識改革と並行して、次のような財政

面の改革に取り組む。 

（見える化） 

○  こども家庭庁の下に、2025年度に、こども・子育て支援特別会計（いわゆる「こど

も金庫」）を創設し、既存の（特別会計）事業25を統合しつつ、こども・子育て政策の

全体像と費用負担の見える化を進める。 

（予算規模） 

○  「加速化プラン」の予算規模26は、各年度の予算編成を通じて決定されていくことと

なるが、現時点の見込みでは、 

１．ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化や若い世代の所得向上に

向けた取組 1.7兆円程度 

２．全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充 1.3兆円程度 

３．共働き・共育ての推進 0.6兆円程度 

全体として 3.6兆円程度の充実となる。 

○  2030年代に入るまでの少子化対策のラストチャンスを逃さないよう、徹底した歳出

改革等や構造的賃上げ・投資促進の取組を複数年にわたって先行させつつ、「加速化プ

ラン」の大宗を３年間（2026年度まで）で実施する。 

（財源の基本骨格） 

①  財源については、国民的な理解が重要である。既定予算の最大限の活用等を行うほ

か、2028年度までに徹底した歳出改革等を行い、それによって得られる公費節減の効

果及び社会保険負担軽減の効果を活用する。歳出改革と賃上げによって実質的な社会

保険負担軽減の効果27を生じさせ、その範囲内で支援金制度を構築することにより、

実質的な負担が生じないこととする。 

「加速化プラン」の実施が完了する 2028 年度までに、②の既定予算の最大限の活

用等、③の歳出改革による公費節減及び支援金制度の構築により、3.6兆円程度の安

 
25 年金特別会計子ども・子育て支援勘定及び労働保険特別会計雇用勘定（育児休業給付）。 
26 国・地方の事業費ベース。 
27 高齢化等に伴い、医療・介護の給付の伸びが保険料の賦課ベースとなる雇用者報酬の伸びを上回っており、

このギャップにより、保険料率は上昇している。若者・子育て世帯の手取り所得を増やすためにも、歳出改革と

賃上げによりこのギャップを縮小し、保険料率の上昇を最大限抑制する。 
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定財源を確保する28。 

なお、消費税などこども・子育て関連予算充実のための財源確保を目的とした増税

は行わない。 

②  既定予算の最大限の活用等29については、子ども・子育て拠出金など既定の保険料

等財源や、社会保障と税の一体改革における社会保障充実枠の執行残等30の活用など

により、2028年度までに、全体として 1.5兆円程度の確保を図る。 

③  歳出改革については、「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）」31

における医療・介護制度等の改革32を実現することを中心に取り組み、これまでの実

績33も踏まえ、2028 年度までに、公費節減効果について 1.1 兆円程度の確保を図る。 

歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果34を生じさせ、その範

囲内で、2026 年度から段階的に 2028 年度にかけて支援金制度を構築することとし、

2028年度に 1.0兆円程度35の確保を図る。 

④  2028 年度にかけて安定財源を確保するまでの間に財源不足が生じないよう、必要

に応じ、つなぎとして、こども・子育て支援特例公債（こども金庫が発行する特会債
36）を発行する37。 

 
28 こども・子育て政策の強化は、国と地方が車の両輪となって取り組んでいくべきであり、「加速化プラン」の地方

財源もこの中で併せて確保する。 
29 こども・子育て予算の既定の財源（社会保障と税の一体改革の中で確保した財源、子ども・子育て拠出金や育

児休業給付のための雇用保険料など）について予算の執行状況を踏まえて最大限活用することを始めとして、

国・地方の社会保障関係の既定予算の執行の精査等を通じた財源の確保に取り組むこと。 
30 社会保障充実枠の執行状況を踏まえて使途の見直しを行うほか、インボイス制度導入に伴う消費税収相当分

も活用する。 
31 令和５年 12月 22日閣議決定。 
32 「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）」の医療・介護制度等の改革のうち、「＜①来年度

（2024年度）に実施する取組＞、＜②「加速化プラン」の実施が完了する 2028年度までに実施について検討す

る取組＞」。 
33 社会保障関係費等の歳出の目安の下での歳出改革により、2013 年度から 2022 年度までの９年間で、こども・

子育て関連予算（国・地方を合わせた公費ベース）を年平均 0.18兆円程度増加させてきている。 
34 2023・2024年度分は 0.33兆円程度(2023年度分 0.15兆円及び 2024年度分 0.17兆円)の見込み（歳出改革

による社会保険負担軽減額から医療・介護の制度改正による追加的な社会保険負担額を差し引いて計算した

もの。その際、物価上昇を上回る賃上げの実現に向け、政府が総力を挙げて異例の取組を行う中、こうした取組

により雇用者報酬の増加率が上昇することを通じて生じる社会保険負担軽減効果も踏まえ、医療・介護の現場

従事者の賃上げ（一人当たり雇用者報酬の増加率と見込まれるものの範囲内）に確実に充当される加算措置及

び能力に応じた全世代の支え合いの観点から実施する制度改革等による影響額を、上記の追加的な社会保険

負担額から控除して計算）。 
35 平年度ベース。公費負担分（②の既定予算の活用等と③のうち歳出改革による公費節減により確保）を除く。 
36 こども金庫創設前の 2024年度は年金特別会計（子ども・子育て支援勘定）の負担で発行し、こども金庫に承継

する。 
37 こども・子育て支援特例公債は、こども金庫の歳入から償還する。償還期間は、利払い・償還に係る負担を将

来世代に極力先送りしないようにする観点から、2051年度までとする。 
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⑤  上記の安定財源とは別に、授業料後払い制度の導入に関して、学生等の納付金によ

り償還が見込まれること等を踏まえ HECS 債（仮称）38による資金調達手法を導入す

る。 

○  上記の基本骨格等に基づき、「加速化プラン」に盛り込まれた施策を実施するために必

要な法案とともに、こども金庫の創設及び支援金制度の導入等に関する法案39を、次期

通常国会に提出する。 

  

 
38 独立行政法人日本学生支援機構において、授業料後払い制度を他の奨学金制度と区分した上で、その財源

として財政融資資金から借入れを行う。 
39 概要は別紙参照。 
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Ⅲ－３．こども・子育て予算倍増に向けた大枠  

○  「加速化プラン」を実施することにより、こども一人当たりの家族関係支出で見て、

我が国のこども・子育て関係予算（GDP比で 11.0％）は、OECDトップ水準のスウェーデ

ン（15.4％）に達する水準（一定の前提を置いて試算すると 16％程度）となり40、画期

的に前進する。 

○  また、「加速化プラン」を実施することにより、国のこども家庭庁予算（2022年度 4.7

兆円）は約５割増加すると見込まれる41。さらに、育児休業については、新たな男性育休

の取得目標の下での職場の意識改革や制度拡充42の効果により関連予算が倍増していく

と見込まれる。 

○  こども・子育て政策の充実は、決して、「加速化プラン」で終わるものではない。こど

も・子育て予算倍増に向けては、「加速化プラン」の効果の検証を行いながら、政策の内

容・予算を更に検討し、こども家庭庁予算で見て、2030年代初頭までに、国の予算又は

こども一人当たりで見た国の予算の倍増を目指す。今後更に政策の内容の充実を検討し、

内容に応じて、社会全体でどう支えるかあらゆる選択肢を視野に入れて更に検討する。  

 
40 2019 年度の国際比較をベースにその後の我が国におけるこども・子育て予算充実や 2022 年度時点の人口

の影響を加味した上で、「加速化プラン」の実施の影響見込み額を考慮して試算したもの。こども一人当たりは

18歳以下人口で試算。試算結果は経済状況や人口動態に応じて変動することに留意が必要。 
41 一定の仮定を置いた試算。なお、国・地方の事業費ベースで見ると、2022 年度（約８兆円）の約４割増となると

見込まれる。また、「加速化プラン」とは別に公教育の再生等のための支出が行われる。 
42 「加速化プラン」においては、育児休業給付（2022 年度 0.7 兆円程度）に関連して、給付率の引上げ、時短勤

務をした際の給付の創設、自営業者等に対する育児期間中の保険料免除制度の創設、体制整備を行う中小

企業に対する助成の大幅強化等が盛り込まれている。 
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Ⅳ．こども・子育て政策が目指す将来像と PDCAの推進  

○  全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援することにより、以下に掲げる「こども

と向き合う喜びを最大限に感じるための４原則」を実現するため、今後３年間の集中取

組期間における「加速化プラン」の実施状況や各種施策の効果等を検証しつつ、こども・

子育て政策の適切な見直しを行い、PDCAを推進していく43。 

○  その際には、現行のこども・子育て政策が、これまでの経緯などから、医療保険や雇

用保険、子ども・子育て支援制度など様々な制度が関わっており、その結果、制度間の

縦割りや不整合といった問題や、申請手続・窓口が異なるために制度を利用しづらいと

いった問題が指摘されてきているほか、費用負担など財政構造も制度ごとに異なってい

る状況にあることを見直し、「総合的な制度体系」を構築する観点から、現行の関連制度

を一つの制度に統合していくことも視野に置き、給付と負担の関係を含めて、その全体

像が国民にとって分かりやすい制度としていく。 

～ こどもと向き合う喜びを最大限に感じるための４原則 ～ 

１．こどもを生み、育てることを経済的理由であきらめない 

○  第一に、こどもを生み、育てることを経済的理由であきらめない社会の実現である。

このため、「加速化プラン」の「ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化

や若い世代の所得向上に向けた取組」に基づき実施する施策を着実に進め、その実施状

況や効果等を検証しつつ、高等教育費の負担や奨学金の返済などが少子化の大きな要因

の一つとなっているとの指摘があることに鑑み、奨学金制度の更なる充実や授業料負担

の軽減など、高等教育費の負担軽減を中心に、ライフステージを通じた経済的支援の更

なる強化や若い世代の所得向上に向けた取組について、適切な見直しを行う。 

２．身近な場所でサポートを受けながらこどもを育てられる 

○  第二に、身近な場所でサポートを受けながらこどもを育てることができる社会の実現

である。このためには「加速化プラン」の「全てのこども・子育て世帯を対象とする支

援の拡充」に基づき実施する施策を着実に進め、その実施状況や効果等を検証しつつ、

適切な見直しを行う。 

 
43 「こども大綱」の下で「加速化プラン」を含む具体的施策の PDCAを推進していく。 
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３．どのような状況でもこどもが健やかに育つという安心感を持てる 

○  第三に、どのような状況でもこどもが健やかに育つという安心がある社会の実現であ

る。このためには「加速化プラン」の「全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の

拡充」に基づき実施する施策を着実に進め、その実施状況や効果等を検証しつつ、適切

な見直しを行う。 

４．こどもを育てながら人生の幅を狭めず、夢を追いかけられる 

○  第四に、こどもを育てながら、キャリアや趣味など人生の幅を狭めることなく、夢を

追いかけられる社会の実現である。このためには「加速化プラン」の「共働き・共育て

の推進」に基づき実施する施策を着実に進め、その実施状況や効果等を検証しつつ、適

切な見直しを行う。  
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おわりに 

○  本戦略は、少子化・人口減少のトレンドを反転させるため、これまでとは次元の異な

る少子化対策の実現に向けて取り組むべき政策強化の基本的方向を取りまとめたもの

であり、今後３年間の集中取組期間において実施すべき「加速化プラン」の内容を明ら

かにするとともに、将来的なこども・子育て予算の倍増に向けた大枠を示している。 

○  本戦略に基づくこども・子育て政策の抜本的な強化に向け、少子化の克服に向けた基

本的な政策の企画立案・総合調整をつかさどるこども家庭庁が中心となり、文部科学省

や厚生労働省等の関係省庁と連携し、こども・若者や子育て当事者の視点に立って、こ

ども基本法（令和４年法律第 77 号）に基づきこども施策の基本的な方針や重要事項等

について定める「こども大綱」の実行と併せて政府を挙げて、取り組んでいく。 

○  その際、本戦略に基づく制度や施策の内容、意義、目指す姿を国民一人一人に分かり

やすいメッセージで伝えるとともに、社会全体でこども・子育て世帯を応援するという

気運を高め、社会の意識改革を進めていく国民運動を、経済界や地方自治体など幅広い

関係者の参画と協力を得ながら展開する。 
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（参考）これまでのこども・子育て政策の変遷 ～1.57ショックからの 30年～ 

○  我が国で「少子化」が政策課題として認識されるようになったのは、1990 年のいわゆ

る「1.57ショック」以降である。1989年の合計特殊出生率が 1.57となり、戦後最低の合

計特殊出生率となったことを契機に、政府は対策をスタートさせ、1994年 12月には４大

臣（文部・厚生・労働・建設）合意に基づく「エンゼルプラン」が策定された。 

○  これに基づき「緊急保育対策等５か年事業」として、保育の量的拡大、多様な保育（低

年齢児保育、延長保育等）の充実などについて、数値目標を定めて取組が進められたが、

同時期に「ゴールドプラン」に基づき基盤整備を進めた高齢社会対策と比べるとその歩み

は遅く、また、施策の内容も保育対策が中心であった。 

○  2000年代に入ると対策の分野は保育だけでなく、雇用、母子保健、教育等にも広がり、

2003 年には少子化社会対策基本法（平成 15 年法律第 133 号）が制定された。翌年には

「少子化社会対策大綱」が閣議決定され、少子化対策は政府全体の取組として位置付けら

れるようになった。 

○  また、次世代育成支援対策推進法により、2005年４月から、国や地方公共団体に加え、

事業主も行動計画を策定することとなり、職域における「両立支援」の取組が進められる

ようになった。 

○  このように法的な基盤は整えられていったものの、こども・子育て分野への資源投入は

限定的であり、例えば家族関係社会支出の対 GDP比は、1989年度の 0.36％に対し、1999

年度には 0.53％とわずかな伸びにとどまった。 

○  2010年代に入り、「社会保障と税の一体改革」の流れの中で大きな転機が訪れた。消費

税率の引上げに伴う社会保障の充実メニューとして、こども・子育て分野に 0.7 兆円規

模の財源が充てられることとなり、さらに、2017 年には「新しい経済政策パッケージ」

（平成 29年 12月８日閣議決定）により、「人づくり革命」の一環として追加財源２兆円

が確保された。 

○  こうした安定財源の確保を背景に、待機児童対策、幼児教育・保育の無償化、高等教育

の無償化などの取組が進められ、待機児童は一部の地域を除きほぼ解消に向かうなど、一

定の成果を挙げた。これらにより、家族関係社会支出の対 GDP比は、2013年度の 1.13％

から 2020年度には 2.01％まで上昇した。 

○  これまで累次にわたり策定されてきた「少子化社会対策大綱」は、本年４月に施行され

たこども基本法に基づき、こども施策に関する基本的な方針や重要事項等を一元的に定

める「こども大綱」に引き継がれることとなった44。  

 
44 同月に創設されたこども家庭庁は、結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化

の克服に向けた基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどることと

されている（こども家庭庁設置法（令和４年法律第 75号）第４条第２項第２号）。 
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（別紙）こども・子育て支援特別会計とこども・子育て支援金制度 

 
○ 以下の内容に沿って 2024年通常国会への法案提出に向けて、引き続き検討する。 

 
１ こども・子育て支援特別会計 

 

（骨格と見える化） 

○ こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるため、新たな特別会計（い

わゆる「こども金庫」）として、2025年度から、こども・子育て支援特別会計（仮称）を

設置し、特定の財源を活用して実施する事業を一般会計と区分して経理する。 

 

○ 同特別会計は、子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援に係る事業を経理す

る「こども・子育て支援勘定」（仮称）と雇用保険法に基づく育児休業等給付に係る事業

を経理する「育児休業等給付勘定」（仮称）に区分する。 

 

○ これにより、こども・子育て政策に関して、予算の一覧性が高まるとともに、給付と拠

出の関係がより一層明確化される。 

 

（特別会計における歳入） 

○ 同特別会計における歳入は、主に以下のとおりとする。 

 

・ 一般会計からの繰入金 

・ 子ども・子育て拠出金 

・ 育児休業給付に充てる雇用保険料 

・ こども・子育て支援納付金（仮称）（以下「支援納付金」という。） 

・ こども・子育て支援特例公債（仮称）の収入 

 

（特別会計における歳出） 

○ 同特別会計における歳出は、主に以下のとおりとする。このうち※については、支援納

付金を充当する45。 

  

・ 子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付 

・ 子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業等 

・ 雇用保険法に基づく育児休業給付 

・ 出産・子育て応援給付金の制度化（※）  

・ 共働き・共育てを推進するための経済支援（両親が共に一定期間以上の育児休業を

取得した場合の育児休業給付率の引上げに相当する部分、育児時短就業給付（仮称）

の創設、自営業者・フリーランス等の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置

 
45 これまで社会保険料や子ども・子育て拠出金を充当してきた事業を踏まえつつ、「加速化プラン」に基づく制度

化等により新設・拡充する制度であって、対象者に一定の広がりのある制度に充てる。具体的には、まず、これ

まで比較的支援が手薄だった妊娠・出産期から０～２歳のこどもに係る支援から充当することとし、事業名及び

支援納付金による各事業額に対する充当割合を法定する。 
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としての国民年金第１号被保険者についての育児期間に係る保険料免除措置の創設）

（※）  

・ こども誰でも通園制度（仮称）（※）46  

・ 児童手当（※）47  

 

○ なお、支援納付金の収納が満年度化するまでの間、支援納付金を充当する事業に要する

費用について、つなぎとしてこども・子育て支援特例公債を発行する。支援納付金はその

償還にも充当できる。 

 

○ あわせて、支援納付金やこども・子育て支援特例公債の収入に係る決算剰余金が、支援

納付金を充当する経費以外に使われることのないよう、こども・子育て支援勘定に、こど

も・子育て支援資金（仮称）を設置して分別管理する48。 

 

 

２ こども・子育て支援金制度 

 

（骨格） 

○ 歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で

こども・子育て支援金制度（仮称）を構築する。 

 

○ これは、少子化対策に充てる費用について、企業を含め社会・経済の参加者全員が連帯

し、公平な立場で、広く拠出していく仕組みとする。 

 

○ こども・子育て支援金（仮称）（以下「支援金」という。）の充当対象事業に係る費用

の拠出のため、医療保険者に、支援納付金の納付をお願いし、医療保険者がその納付に充

てる費用として、被保険者等から保険料と合わせて支援金を徴収する。 

 

（支援納付金） 

○ 各年度における支援納付金の総額は、支援納付金を充当する事業の所要額が毎年変動す

るため、毎年末の予算編成過程において、その見込み額を基に、こども家庭庁が支援金を

拠出する立場にある関係者等の意見を聴取しつつ、その年度までに生じた上述の実質的な

 
46 現物給付であり、地域によって提供体制の整備状況が異なることから、類似する現行制度における財源構成も

踏まえ公費により一部を負担することとし、支援納付金 1/2・公費 1/2（国 1/4・都道府県 1/8・市町村 1/8）とす

る（2028年度以降の本則ベース）。 
47 「加速化プラン」において全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援としての位置付けを明確化するため

の拡充を図ることから、現行制度における財源構成も踏まえつつ、支援納付金を財源の一つとして位置付ける

こととし、３歳未満被用者については支援納付金 3/5・子ども・子育て拠出金 2/5、３歳未満非被用者について

は支援納付金 3/5・公費 2/5（国 4/15・都道府県 1/15・市町村 1/15）、３歳以上被用者・非被用者については

支援納付金 1/3・公費 2/3（国 4/9・都道府県 1/9・市町村 1/9）とする（2028年度以降の本則ベース）。 
48 子ども・子育て拠出金に係る決算剰余金については、拠出金収入の減により歳入が歳出を下回る場合等に備

え、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の積立金として積み立てられているとともに、育児休業給付に充て

る雇用保険料に係る決算剰余金については、将来の育児休業給付費の増大に充てるため、労働保険特別会

計の雇用勘定の育児休業給付資金に組み入れられている。こども・子育て支援特別会計においても、こうした

観点から、引き続き積立金及び育児休業給付資金を設ける。 
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社会保険負担軽減の効果の範囲内で決定する。 

 

○ 支援納付金総額に対する医療保険者間での費用負担の分担については、以下のとおりと

する。 

 

・ 後期高齢者医療制度とその他の医療保険制度：後期高齢者と現役世代の医療保険料負

担に応じて按分（現行の出産育児支援金における按分と同様） 

・ 被用者保険と国民健康保険制度：加入者数に応じて按分（現行の介護納付金、後期高

齢者支援金における按分と同様） 

・ 被用者保険間：総報酬に応じて按分（現行の介護納付金、後期高齢者支援金における

按分と同様） 

 

○ 支援納付金の医療保険者からの徴収に係る事務49については、介護納付金の事務を参考

としつつ50、国の事務は社会保険診療報酬支払基金において実施する。 

 

（支援金） 

○ 医療保険者が被保険者から徴収する支援金については、被用者保険、国民健康保険・後

期高齢者医療制度それぞれの各医療保険者の支援納付金総額に照らし医療保険料の賦課・

徴収の方法を踏まえ、医療保険者ごとに設定51する。 

 

○ 国民健康保険及び後期高齢者医療制度においては、低所得者に対する応益分支援金の軽

減措置（医療保険と同様の所得階層別の軽減率（７割、５割、２割））、被保険者の支援金

額に一定の限度（賦課上限）を設ける措置等52を設けることとし、詳細は現行の医療保険

制度に準ずる形で実施する53。 

 

○ 上記の措置に加え、国民健康保険における支援金については、本制度が少子化対策に係

るものであることに鑑み、こどもがいる世帯の金額が増えないよう、18 歳に達する日以

後の最初の３月 31 日以前までのこどもに係る支援金の均等割額の 10 割軽減の措置を講

じる54。 

 

○ また、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における支援金の賦課に当たっては、負担

の公平性の観点から、金融所得を勘案することについて、引き続き検討を行う。 

 

（医療保険者に対する財政支援等） 

 
49 支援納付金の徴収に当たっての概算及び精算の事務等を指す。 
50 現行、介護納付金の事務が存在しない後期高齢者医療制度については、介護納付金又は出産育児支援金

の事務を参考とする。 
51 被用者保険については、実務上、国が一律に示すこととする。 
52 国民健康保険における未就学児分の均等割軽減、産前産後期間分の免除、後期高齢者医療制度における、

被用者保険の被扶養者であった者に係る均等割軽減（２年間、５割）及び所得割免除、国民健康保険及び後期

高齢者医療制度における条例に基づく減免を可能とする措置等 
53 各措置に対応する公費負担についても、医療保険制度の例を踏まえて対応。 
54 未就学児の５割分は公費負担とし、未就学児の残りの５割分及び６歳以上 18 歳に達する日以後の最初の３月

31 日以前のこどもに係る 10 割分については、対象となるこども以外の国民健康保険被保険者の支援金で支え

ることとする。 
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○ 医療保険者への財政支援として、医療保険制度における介護納付金の例を参考に、保険

者の支援納付金の納付業務に係る事務費の国庫負担等、国民健康保険に関する定率負担・

補助等の措置を講ずる55。また、施行時の措置として、医療保険者における準備金等の必

要な経費について、必要な措置を検討する。 

 

（実施時期等） 

○ 支援金制度は、歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減効果を生じさせた

範囲内で構築するものであり、また、その徴収に当たっては、医療保険者や社会保険診療

報酬支払基金等における相当程度の準備作業が必要であり、後期高齢者医療制度におけ

る保険料改定作業等も踏まえる必要がある。 

 

○ こうした点を踏まえ、支援金制度は、2026年度から開始して 2028年度までに段階的に

構築することとする。あわせて、法律において、支援金制度は上述の実質的な社会保険負

担軽減効果の範囲内で構築することや、2028 年度までの各年度の支援金総額、歳出改革

（全世代型社会保障制度改革）の推進の基本的考え方など、必要な事項を規定する。 

 

 
55 具体的には以下の措置等を講じる方向で検討。 

・ 医療保険各法等に基づく医療保険者に対する事務費負担金等について介護納付金の例に倣い支援納付

金分を追加計上。 

・ 国民健康保険組合に対する国による補助（特定割合の算定対象に支援納付金の納付に要する費用に対す

る国の補助の割合を追加）。 

・ 国民健康保険における、国・都道府県による定率の公費負担について、支援納付金の納付に要する費用を

算定対象とする。 

・ 都道府県及び市町村が、支援納付金の納付に要する費用に対して補助又は貸付けができることとする。 

・ 国民健康保険及び後期高齢者医療制度における財政安定化基金の対象に支援金を含める。 

・ 国民健康保険において、支援納付金の納付に要する費用を調整交付金の算定対象とする。 

・ 後期高齢者医療制度における広域連合間の財政力の不均衡の調整は、支援納付金の算定時に行うことと

する。 

・ 後期高齢者医療制度における災害時等の減免分について、調整交付金の交付対象として位置付ける。 
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１．相談支援

1 妊娠・出産期～高
校

こども家庭センター（通称：はぐくみセン
ター）事業（母子とこどもの一体的な相
談支援）

子育て支援課
改正児童福祉法により、子育て世代包括支援センター（母子保健－健康推
進課）と子ども家庭総合支援拠点（児童福祉－子育て支援課）の意義や
機能は維持した上で組織を見直し、一体的な相談支援を行います。

母子保健・児童福祉両部門の連携・協働を深め、虐待への予防的な対
応から個々の家庭に応じた切れ目ない対応など、相談支援体制の強化
を図ります。

新規 － －

2 妊娠・出産期～小・
中学校

母子手帳アプリサービス（成長記録・予
防接収管理）

健康推進課

①母子健康手帳機能：成長記録、予防接種のスケジュール管理等
②地域の子育て情報機能：利用者の属性により情報提供、子育てイベント情
報、施設情報等
③予防接種DX:予防接種の予定を確定後、電子予診票の入力を実施等

●必要な人に、必要な情報が、必要なタイミングで届く
●予防接種等の手続きに係る保護者の負担軽減
●・業務の効率化

新規 － 5,305

3 妊娠・出産期
まにわパパママクラス（妊婦とパートナー
を対象にした出産・子育て教室）

健康推進課 妊婦やそのパートナーが妊娠・出産・育児に必要な知識を助産師から学んだり、
ほかのパパやママたちとの交流・友達づくりができる場を開催します。

令和６年度　1クール3回コース×3クール開催
Ｒ６年７月以降出産予定の方及び妊娠届出時に案内 継続 221 283

4 就学前～高校
発達発育支援センター事業
（相談体制の充実等）

福祉課 発達や発育、集団生活での適応など社会生活で困りを持つ方の相談に応じ
る。相談支援・通所支援・家族支援により、トータルライフ支援を行います。

相談支援・通所支援・家族支援を柱に、地域に出向く巡回訪問・巡回
相談や、園や学校との連携の強化、一人一人の発達段階に応じた個別
療育の充実を図ります。 継続 19,391 19,532

5 妊娠・出産期～高
校

子育てオンライン相談
（LINE等）

健康推進課 妊娠・出産・子育てに関する相談をスマートフォンなどを使用し、LINEで相談を
受ける。随時、子育ての情報を配信します。

LINE相談については随時回答するとともに、振興局保健師と連携を図
る。又、月に数回程度、市の育児イベントや育児情報等について配信し
ます。

継続 547 517

6 就学前 愛育委員のこんにちは赤ちゃん訪問 健康推進課 絵本を通して親子のふれあうことを目的に愛育委員がブックスターﾄの本を持って
赤ちゃん訪問を行います。

3～4か月頃を目安に愛育委員が赤ちゃん訪問を行い、ブックスタートを
勧めます。 継続 198 189

7 就学前
ママと赤ちゃんのおっぱい相談
（産後ケア事業訪問型）

健康推進課 助産師が自宅に訪問し、お母さんの母乳ケアや沐浴、授乳などの育児指導、お
子さんの体重栄養チェック等を行います。

母と子の状況から申請により利用ができます。産後１年未満で３回まで
助成をします。 継続 214 230

8 妊娠・出産期～就
学前 母子保健コーディネーター相談支援 健康推進課 妊娠や出産、子育てのさまざまな相談に応じ、必要なサービスを紹介する等、安

心して妊娠や出産、育児ができるよう応援します。 母子保健コーディネーター2名体制で相談対応 継続 8,115 9,043

9 就学前∼高校 家庭教育支援事業 生涯学習課 真庭市家庭教育支援チームを設置し、身近なエピソードや資料等をもとに参加
者同士が交流しながら学ぶ機会を提供しています。

「おしゃべり広場ふらっと」をくせ活き生きサロン等で毎月開催
市内園小中学校の入学説明会や参観日、子育て支援団体等に親学
習の機会を提供します。 継続 839 901

10 就学前
赤ちゃん訪問
（保健師・助産師)

健康推進課 保健師・助産師が生後4か月までの乳児（未熟児含む）のいる家庭を訪問
し、母子の健康状態の確認と子育て支援に関する情報提供等を行います。 4か月までの乳児のいる家庭に保健師又は助産師が全戸訪問します。 継続 138 158

11 就学前 愛育委員による親子交流事業 健康推進課
北房、落合地域では、乳児と母親を対象にベビーマッサージを、久世地域では、
就学前のお子さんと保護者を対象に愛育サロンを、勝山地域で では、つどいの広
場の集まりに合わせて親子の交流事業を開催します。

愛育委員が各地域で子育て支援ができるよう、つどいの広場や各振興局
の保健師と連携を取りながら行います。 継続 － －

12 就学前～高校 食育推進ボランティアによる食育教室 健康推進課
子育てサロン等の集いの場、こども園、保育園、幼稚園の保育施設および小学
生が集いの場等において、食育推進ボランティアが中心となり「食の体験活動
（食育活動）」を通じて、健全な食生活の実現につなげます。

就学前から食育推進ボランティア（栄養委員）による食育体験ができる
よう、保育施設や学校等と連携した取組を行います。 継続 － －

13 ライフステージにかか
わらない支援 ひとり親家庭就労相談支援 子育て支援課 ひとり親家庭に対しハローワークと協働し条件に合う就労支援を行います。

・児童扶養手当の現況届提出時期にあわせ、真庭市にハローワークが出
張し相談窓口を設置
・年間通して相談対応

継続 － －

14 就学前
育児相談
（保健師・栄養士）

健康推進課 乳児、幼児の発育を確認するとともに、育児についての正しい理解を深め、母子
の健康の保持増進を図ります。

市内8箇所で約2か月に1回育児相談を実施
保健師、助産師、栄養士、看護師等で子育て・栄養相談、身体計測を
行います。

継続 128 301

２．出産・育児・生活の支援

1 就学前～高校 医療的ケア児訪問看護レスパイト事業 福祉課
在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減、休息時間の確保
などを目的に医療保険適用を超える訪問看護をうけた場合にその費用の一部を
助成します。

医療保険の適用を超える訪問看護療養費30分当たり3,500円（上
限）を補助
月4時間年間48時間を上限

継続 1,023 1,053

2 妊娠・出産期～就
学前

はぐくみサポーター派遣事業
（利用回数の上限３０回）

健康推進課

妊娠期から出産後の体力が回復するまでの間（母子手帳交付から産後１年
未満）、はぐくみサポーターによる家事支援・育児支援が１時間につき500円の
自己負担で１人30回まで受けられます。R5年度から年間利用回数を20回か
ら30回に拡大し、非課税世帯は無料で利用できます。

妊娠期から出産後の体力が回復するまでの間（親子手帳交付から産後
１年未満）、はぐくみサポーターによる家事支援・育児支援が１時間に
つき500円の自己負担で30回受けられる。今年度、サポーター養成講
座（１回目8/31・２回目9/12）開催。７月広報誌に受講者募集記
事掲載。

継続 532 574

R6年度「こどもはぐくみ応援プロジェクト」こども・子育て支援施策事業 (単位：千円）

NO ステージ 事業名 担当課名 事業概要 目標 R6年度
事業区分

R5当初
予算額

R6当初
予算額
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○ 医療保険者への財政支援として、医療保険制度における介護納付金の例を参考に、保険

者の支援納付金の納付業務に係る事務費の国庫負担等、国民健康保険に関する定率負担・

補助等の措置を講ずる55。また、施行時の措置として、医療保険者における準備金等の必

要な経費について、必要な措置を検討する。 

 

（実施時期等） 

○ 支援金制度は、歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減効果を生じさせた

範囲内で構築するものであり、また、その徴収に当たっては、医療保険者や社会保険診療

報酬支払基金等における相当程度の準備作業が必要であり、後期高齢者医療制度におけ

る保険料改定作業等も踏まえる必要がある。 

 

○ こうした点を踏まえ、支援金制度は、2026年度から開始して 2028年度までに段階的に

構築することとする。あわせて、法律において、支援金制度は上述の実質的な社会保険負

担軽減効果の範囲内で構築することや、2028 年度までの各年度の支援金総額、歳出改革

（全世代型社会保障制度改革）の推進の基本的考え方など、必要な事項を規定する。 

 

 
55 具体的には以下の措置等を講じる方向で検討。 

・ 医療保険各法等に基づく医療保険者に対する事務費負担金等について介護納付金の例に倣い支援納付

金分を追加計上。 

・ 国民健康保険組合に対する国による補助（特定割合の算定対象に支援納付金の納付に要する費用に対す

る国の補助の割合を追加）。 

・ 国民健康保険における、国・都道府県による定率の公費負担について、支援納付金の納付に要する費用を

算定対象とする。 

・ 都道府県及び市町村が、支援納付金の納付に要する費用に対して補助又は貸付けができることとする。 

・ 国民健康保険及び後期高齢者医療制度における財政安定化基金の対象に支援金を含める。 

・ 国民健康保険において、支援納付金の納付に要する費用を調整交付金の算定対象とする。 

・ 後期高齢者医療制度における広域連合間の財政力の不均衡の調整は、支援納付金の算定時に行うことと

する。 

・ 後期高齢者医療制度における災害時等の減免分について、調整交付金の交付対象として位置付ける。 
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NO ステージ 事業名 担当課名 事業概要 目標 R6年度
事業区分

R5当初
予算額

R6当初
予算額

3 妊娠・出産期～就
学前

産後ケア事業
（利用回数の上限12回）

健康推進課
産後１年未満のお母さんとそのお子さんが、で医療機関や助産院等に宿泊また
は日帰り利用することにより、お母さんとお子さんのケアや授乳指導、育児相談が
受けられる。12回までは助成が受けれます。

産後１年未満のお母さんとそのお子さんが、医療機関や助産院等に宿
泊または日帰り利用することにより、お母さんとお子さんのケアや授乳指
導、育児相談等が受けられる。生後１年未満に宿泊・日帰りを合わせて
12回まで利用可能です。

継続 1,106 1,624

4 妊娠・出産期～就
学前

妊産婦ケア事業
（産婦健診）

健康推進課 産後の体調や育児の状況を確認するため、産後８週間以内に委託医療機関
で、2回受けることができます。

産後8週以内にの母の体調や育児の状況を確認し、安心して親子ともに
健やかに過ごすことができ、医療機関が必要時治療や支援につなぎます。 継続 2,330 2,330

5 就学前 乳幼児健診 健康推進課
乳幼児の病気の早期発見と予防、及び健康の保持増進のため医師、歯科医
師、歯科衛生士、臨床心理士、保健師、栄養士、看護師等が連携して健診
を行います。

３～４か月児健診、９～１０か月児健診、１歳６か月児健診、２歳
児歯科健診、３歳児健診を年66回実施する。
身体計測、保健相談、内科・歯科診察、ブラッシング指導、心理相談、
尿検査、栄養相談、目の屈折検査等を行います。

継続 6,659 8,227

6 就学前 離乳食教室 健康推進課
保護者の困りや不安感の解消、生活リズム、食習慣及び間食等について、管
理栄養士・栄養士が中心となり、こどもの成長や発達状況に応じた支援を行い
ます。

年10回開催予定。
こどもを対象に食に関する体験ができ、保護者の困りや不安感の解消に
なります。

継続 53 54

7 就学前
新生児聴覚検査
（費用の助成）

健康推進課 生後1年未満の乳児に対し、医療機関委託で新生児聴覚検査を実施し、費
用の一部助成します。

岡山県内の産科医療機関及び県外の契約医療機関で出生後に検査
を実施します。県外で出生された子どもさんへも受診を促します。 継続 625 667

8 妊娠・出産期
妊婦・パートナー歯科健診
(自己負担の無料化）

健康推進課 妊婦及びパートナーに対し、市内歯科医院委託で歯科健康診査を実施しま
す。

市内歯科医院へ委託。歯科医院で歯科健診、歯科保健指導、リーフ
レットを用いて歯科疾患がもたらすこどもへの影響を説明します。 拡充 364 574

３．経済的支援

2 就学前～小・中学
校

園・小中学校等の給食費への助成事業
（物価高騰に伴う緊急支援）

教育総務課学
校給食推進室
子育て支援課

給食材料費の仕入れ価格の高騰の影響により学校給食費を値上げする状況
にあり、保護者の急激な経済的負担を押さえるため、学校給食費を据え置くとと
もに学校給食の質を維持するため、市費による食材費高騰分の補填をします。

食材費の実質高騰分1食当たり20円分の補填による適正な栄養価の
給食の維持を図ります。 継続 25,776 23,261

3 妊娠・出産期～就
学前

出産・子育て応援はぐくみ給付金事業
（妊娠時、出産時それぞれ5万円給付＋
伴走型支援)

健康推進課 妊娠時と出産時に応援金を給付し、経済的負担を軽減します。 伴走型相談支援との一体的な実施により、必要に応じた支援に繋ぎま
す。 継続 23,659 23,000

4 妊娠・出産期 低所得妊婦初回産科受診料助成事業 健康推進課 低所得家庭の妊婦に対して、妊娠の診断を受けるために医療機関を受診する
際の初回費用を助成し、経済的負担を軽減します。1回あたり1万円を上限 1回あたり1万円を上限とし、年度内2回まで 継続 200 100

5 就学前～高校
こども医療費無償化
（対象を高校生代まで拡充）

市民課
こども医療費給付事業において、令和5年6月診療分から対象年齢を高校生
世代（満18歳）までに拡充し、無償で医療（入院・通院とも）を受けられま
す。

医療費無償化の対象年齢を高校生世代まで拡充し、保険診療にかか
る医療費無償化により、安心して医療機関等を受診できます。 継続 188,473 195,626

6 妊娠・出産期
不妊・不育治療支援事業  
（上限を設定した上で全ての不妊治療
を対象）

健康推進課 不妊症・不育症のため、子どもを持つことができない夫婦に対して、治療費の助
成を行い、経済的負担を軽減します。 上限額を設定した上で全ての不妊治療に拡大 継続 7,050 6,300

7 妊娠・出産期
若年がん患者妊孕性温存治療支援事
業

健康推進課 生殖機能に影響するおそれのある治療を受けるがん患者に対して、治療費（妊
孕性温存治療）の助成を行い、経済的負担を軽減します。

申請のあった医療保険外の妊孕性温存治療を受けた方への治療費の助
成を行います。 継続 650 650

8 就学前
保育料の減免・無償化
（第３子以上）

子育て支援課 ひとり親世帯などに該当する場合や第3子以降については保育料の減免や無償
化を行う。 申請のあった該当世帯へ減免等 継続 33,600 32,470

9 高校
市内就職を志す看護学生への奨学金
（対象校・金額拡大、返還免除あり）

健康推進課
看護師養成所に在学する者のうち（大学含む）、真庭市内の医療機関に就
職を希望する者に対して奨学金の を貸付事業を実施します。
※対象者の拡大、貸付額増額

奨学金支給を希望する学生を募集 拡充 5,040 6,000

10 高校
高校生・大学生等への奨学金
(奨学金貸付・Uﾀｰﾝする若者への返済免
除含む)

教育総務課
高校及び大学等の進学支援として奨学金の貸付事業を実施。奨学金利用者
で市内就職等を行った者に借入額の最大2分の1を限度に奨学金返還免除を
行います。

より多くの奨学金利用者へこの制度の周知を図るため、返還金納付書を
送付する際にPRをします。 継続 15,600 13,920

4．子育て環境整備

1 ライフステージにかか
わらない支援

こどもはぐくみ応援事業
（こどもまんなかイベント・ＰＲ動画作
成）

子育て支援課

育児がしやすい社会の実現のための理解促進に取組むことで、「みんなではぐくむ
子育てのまち」の実現のための機運醸成を図ります。
①こどもまんなかイベント開催
②企業の子育て支援事例の収集・啓発
③PR動画作成、市民インフルエンサーによる発信

「みんなではぐくむ子育てのまち」を実現するため、地域全体で子育てを応
援する機運を醸成や、「住み続けたい」と感じていもらえるこよう、子育て世
代をメインターゲットに、こども・子育て支援に関わる事業や欲しい情報を
効果的に発信します。

新規 － 7,108
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NO ステージ 事業名 担当課名 事業概要 目標 R6年度
事業区分

R5当初
予算額

R6当初
予算額

2 妊娠・出産期～高
校 こども計画策定 子育て支援課

こども基本法第10条に基づく市町村計画であり、こども・子育て支援事業計画
をこども計画と一体のものとして策定します。
以下の計画としても位置づける。
・次世代育成支援行動計画 
・子ども・若者育成支援計画
・子どもの貧困対策計画 

こども施策に関する基本的な方針、重要事項、子ども施策に推進に必要
な基本方針「こども大綱」（少子化社会対策大綱、子ども・若者育成支
援推進大綱、子どもの貧困対策に関する大綱が一元化）を勘案し策定
します。

新規 － 9,655

3 ライフステージにかか
わらない支援 こども・子育て情報発信 子育て支援課

・真庭市が実施する施策及びこども・子育て情報を集約しタイムリーに発信しま
す。
・こどもICTネットワークをより伝わりやすく探しやすいようホームページの機能を改
修します。

●こども・子育て情報を必要とする方への利便性の向上
●市が実施する事業の認知度の向上及び利用者拡大 新規 － 352

4 ライフステージにかか
わらない支援

真庭ではたらく保育士新生活支援事業
（保育士の就職支援）

子育て支援課 新たに真庭市内で保育職として働く方へ支援（補助金）を行います。 ●真庭市内への就職促進
●保育職の確保 新規 － 5,500

5 就学前
民間認定こども園サロン事業
（一時預かりなどの充実）

子育て支援課 一時預かり及び地域子育て支援事業の運営費に対し補助金を給付します。 地域の子育て支援の量の充実や質の向上 新規 － 17,346

6 就学前～小学校 まにわの木ふれあい事業 林業･バイオマス
産業課

当課で木のおもちゃを購入し、久世庁舎1Fキッズスペース、真庭市立中央図書
館、各地域つどいの広場などに配置します。

木の特性や、人と自然との関わりについての理解醸成を促し、真庭の未
来を担う子供達の豊かな心の成長を助けることにつながります。 新規 － 1,053

7 妊娠・出産期～高
校 市営住宅子育てリノベーション事業 都市住宅課 市営立誠住宅の空き住戸（１戸）を子育て世帯に配慮した仕様・間取りに

改修します。
手頃で「住みたくなる」住宅へと改修することで、子育て世帯の支援及び、
若者の定住、地域のコミュニティの形成が促進されます。 新規 － 18,273

8 小・中学校
生理用ナプキンスクール事業
（市内小中学校トイレに生理用品設
置）

学校教育課 児童生徒が必要な時に生理用品を利用できるよう、市内小中学校のトイレに
生理用品を設置します。

様々な理由から生理用品の確保が難しい場合や、急に必要になったとき
に持ち合わせていない場合でも、不安を感じることなく、安心して学校生
活を送ることができます。 新規 － 104

9 高校
学習交流センター整備事業
（勝山高校蒜山校地交流施設）

教育総務課

　豊かな景観などを生かし、真庭市の観光産業、サスティナブルで豊かな暮らし
の全国への発信役を担う蒜山地域において、交流人口及び関係人口と、子ども
たちを含めた地域住民との交流等を可能にする、滞在可能な学びと交流の拠
点を整備し、もって持続可能な中山間地域づくりを進めていきます。

●用地測量及び地質調査
●基本・実施設計 新規 35,524 468,586

10 小・中学校～高校 よみたい、しりたい、こども応援事業 生涯学習課
図書館振興室

①児童・生徒が学校で公共図書館の本を予約、受け取りできるようにします。
②自動車文庫の高校巡回をします。

公共図書館が遠く本を借りるのが困難な児童生徒にも公平な読書環境
を提供することができます。 新規

図書館の子育
て支援コー
ナーの充実事
業

769

11 ライフステージにかか
わらない支援 子育て世帯就業環境改善事業 産業政策課

子育て世帯の所得の増加と企業の人材確保を目的として、他の地域・企業で
の子育てと仕事の両立がしやすい労働環境づくりの優良事例や新たな解決策を
調査するとともに、市内企業の啓発を行います。

子育て世代の就業を促進し所得の向上
子育て世帯の就業が促進されることで企業の人材確保 新規 ー 4,000 

12 就学前 こども園等の再編整備促進 子育て支援課
老朽化しているこども園等を保育ニーズも考慮し、再編整備を行う。今年度は、
R８年度以降早期に開園を予定している新たな公立の認定こども園の設計や
R5年度で廃園となる久世保育園の解体を行います。

市内園の老朽化等の状況を把握し、今後の方向性を検討し、計画的な
事業実施を目指します。 新規 ー 100,518 

13 就学前
園児のおむつスッキリ事業
（園での使用済みおむつ処理）

子育て支援課
園で使った園児のおむつを園が引き取ることで、保護者の方の持ち帰りの負担が
軽減されます。また、保育士がおむつの仕分けをする必要がなくなり、園児と向き
合う時間を増やすことができます。

園の規模に合わせたオムツ回収ボックスを整備します。 継続 － －

14 小・中学校
小中学校等のICT化推進事業
（学校と保護者との連絡ツールのICTを
推進）

教育総務課
セキュリティ対策が施されたアプリを用いて①保護者から学校への欠席等連絡②
学校から保護者家庭への情報発信③学校活動及び学校運営に関する情報の
閲覧に関する利便性向上を進めます。

9月の本格稼働を目指し、7～8月に学校での試験稼働と研修を行い、
合わせて保護者へのPRを夏休み中に行います。 継続 1,879 2,799

15 就学前～高校
こどもの居場所づくり支援事業
（あそびの機会づくり）

生涯学習課 子どもが自由で自発的に遊ぶことができる遊びの機会をつくるとともに、見守ること
ができる大人を増やし、世代を超えた大人のネットワークを育みます。

あそびに関する研修会等を開催し、年１００人程度参加者数を目指し
ます。 拡充 5,000 7,732

16 就学前～高校
安心して遊べる場の整備促進

都市住宅課
広く要望を募り、公民協働によるポケットパークを整備する。また、勝山地内の旭
川河川敷に小中高生や多様な人々が集い憩う遊び場（インクルーシブ・フィー
ルド）を整備します。

アーバンスポーツ等様々な要望に応えた公園（遊び場）を整備すること
で、高校魅力化も含め、子育てに魅力のあるまちづくりを行います。 拡充 22,955 25,024

17 就学前～高校
市営住宅入居時の多子世帯優遇制度
の創設

都市住宅課 子育て中の多子世帯（18歳未満の子を３人以上扶養する者）等市営住宅
の入居に関して配慮が必要な方を優先的に市営住宅に入居できます。

多子世帯等が市営住宅入居申込みをした場合、その公開抽選に当た
り、抽選回数を優遇します。 継続 － －

18 妊娠・出産期～就
学前

企業への普及啓発事業の展開（県おか
やま子育て支援企業制度普及拡大）

産業政策課
従業員の子育てや地域における子育てを応援するための具体的な取組を宣言
する「おかやま子育て応援宣言企業」の普及啓発を行い、市内の企業や団体
等が、子育てを応援する機運を醸成します。

商工会を通じて事業のPRチラシ、登録申請書を配布して登録を促しま
す。 継続 － －
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NO ステージ 事業名 担当課名 事業概要 目標 R6年度
事業区分

R5当初
予算額

R6当初
予算額

19 就学前
保育人材の確保促進事業（免許取得
助成、学生の保育対策支援、リクルート
活動）

子育て支援課

令和５年度に引き続き養成課程のある学校へのリクルート活動、保育現場従
事者の免許状の取得に係る費用の助成を行うことに加え、令和６年度から学
生に真庭市の保育を知ってもらう体験の機会への交通費などを助成し、保育士
を確保と市内の保育環境を向上を目指します。

保育の質の向上を図るため、包括連携協定の締結している大学等の学
生に、真庭市の保育を知ってもらう機会を創ります。
リクルート活動：５月までに県内の養成校に対しリクルート活動を行いま
す。

拡充 213 315

20 就学前
頑張る保育士応援事業
（奨学金の一部返済補助等）

子育て支援課 奨学金を用いて保育士等の資格を取得し、真庭市内に就職した方へ、奨学金
返済額の１/２（上限は年12万円）の補助を行います。 正規職員や認可外保育施設の勤務者も対象に含めます。 継続 2,918 2,584

21 妊娠・出産期～就
学前

つどいの広場の運営
子育て支援課 就学前の乳幼児と保護者が気軽に集い、交流しあえる場所の提供します。 北房、落合、久世、勝山、湯原、蒜山で開催 継続 27,189 30,044

22 小・中学校 放課後児童クラブの整備 子育て支援課 保護者が就労等の理由で昼間家庭にいない児童を放課後に預かり、児童の健
全な育成を図るための委託事業。16クラブ17か所を運営しています。

落合小学校放課後児童クラブの移転新設工事と、勝山小学校放課後
児童クラブ移転改修設計を行います。 拡充 95,722 114,593

23 就学前
こども園等のICT化推進事業
（登降園記録等のICT化推進）

子育て支援課
公立保育園、こども園職員の業務負担の軽減を図り、保育業務に専念できる
環境を構築し、保育の質の向上を図るとともに、保護者の利便性を向上させる
ための保育業務支援システムを導入します。

美川、木山、河内、米来、美甘、湯原の各こども園及び久世第二、月
田、富原、中和の各保育園に導入します。 拡充 10,472 21,014

24 小・中学校 地域学校協働本部事業 生涯学習課 「学校を核とした地域づくり」を目的に地域と学校が連携協働する地域学校協
働活動を実施します。

市内全域の地域学校協働活動推進員を対象とした研修会を年２回以
上開催します。 拡充 9,111 11,346

25 就学前～小学校 病児保育事業（市内2か所） 子育て支援課 子どもが病気のとき、保護者が仕事等の都合で家庭での保育が困難な際に一
時的に預かり保育する事業。２ヶ所に委託し、運営。 2か所運営委託。令和4年度末に増設したため、周知啓発に努めます。 継続 26,784 23,775

26 就学前
真庭市里山定住促進事業
（出張里山の日）

交流定住推進
課

森の日の実証を経て、幼少期から里山に触れ、地域への愛着と誇りを醸成する
事を目的に「将来の定住促進、地域社会を担う人材の育成」の定住促進事業
を実施します。

市内こども園を対象に、地域への愛着と誇りを醸成するための里山自然
体験を実施します。 拡充 864 2,013 

27 小・中学校 真庭市里山留学事業（移住促進） 交流定住推進
課

事業の一部に里山に日事業を組み込み、将来の移住者のため関係人口の増
加を目的に「将来の移住の促進、地域社会を担う人材の確保」の移住促進事
業を実施します。

短期と中期の里山留学を継続しつつ、年間を通じての長期里山留学を
実施します。 拡充 4,000 8,998 

28 妊娠・出産期～小・
中学校

ももっこアプリ協賛店の普及拡大
（県事業推進）

子育て支援課 子育て家庭の方が「ももっこアプリ」を協賛店舗で提示すると、割引やポイント割
増等店舗独自のサービスを受けることができます。

親子健康手帳交付時にももっこカードの交付も合わせて行う。県と連携し
協賛店の拡大に努めます。 継続 － －

29 小・中学校～高校
いのちふれあい事業
（中学校・高校）

健康推進課
中・高校生を対象にした、命の大切さを学ぶためのふれあい体験学習。各地域
それぞれの方法で愛育委員と中・高校、健康推進課が連携して事業を行ってい
ます。

地域の愛育委員と一緒に中・高生が、講話を聞いて命の大切さを学んだ
り、妊婦体験や育児体験を行います。 継続 20 42

30 高校
HPV予防接種費用の助成
（子宮頸がんワクチンキャッチアップ接
種）

健康推進課 平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子を対象に、
HPVワクチンの接種機会を逃した方へ費用の助成を行います。

対象者に接種勧奨通知を送り、予防接種を受けた方へ助成を行いま
す。 継続 318 326

31 就学前 事業所内保育所推進事業 子育て支援課 第3子児童の保育料を無償化する事業所内保育所へ補助します。 申請のあった市内の事業所内保育所へ補助金を交付します。 継続 3,600 2,880

32 就学前
企業内保育所推進事業
（事業所内保育所等推進事業）

産業政策課
企業が設置する保育所等に地域枠を設けて設置企業従業員以外の乳幼児を
受入れている企業所内保育所に対する補助を行います。
（1人月額5千円）

設置企業従業員以外の乳幼児を受入れている企業所内保育所に対
し、1人月額5千円の補助を行います。 継続 540 540

33 ライフステージにかか
わらない支援 就業環境向上ステップアップサポート事業 産業政策課 子育てをしながらでも安心して働けるよう、事業所に対し啓発活動や環境整備

を支援します。 市内企業への啓発及び研修会の開催を支援します。 継続 500 300

34 小・中学校～高校
教育魅力化推進事業（高校魅力化推
進も包括的に実施）

教育総務課

郷育魅力化コーディネータを配置し、地域の活動を学校での生きた学びに活か
していく。これまでの総合学習、探究学習での地域講師との調整や授業サポート
に取組ながら、学校・園・家庭・地域までを包括した伴走支援体制を構築しま
す。

郷育魅力化CDを活用した地域へのアウトリーチにより、学校、家庭、地
域をつなぐ伴走支援を実施します。 拡充 23,779 36,026

35 小・中学校 放課後こども教室事業 生涯学習課 主に長期休業中におけるこどもたちの体験・交流活動を地域の実情に応じて実
施します。

北房・落合・美甘・湯原・蒜山で実施します。
（久世・勝山は公民館講座で実施） 継続 910 696

36 就学前 こども園等の施設改修 子育て支援課 既存のこども園等の改修を計画的に行い、適正な保育環境の整備を行います。 安全・安心、衛生面の充実を図ります。 継続 9,822 16,056

37 ライフステージにかか
わらない支援 高等職業訓練促進給付金事業 子育て支援課 ひとり親家庭に対し、就職に有利かつ生活の安定に資する資格の取得を促進

し、経済的自立を図ります。
児童扶養手当現況届の際などに、資格取得の意向がある方に対し、当
該事業について周知します。 継続 1,250 1,730

38 就学前～高校
子育て短期支援事業
（特定の理由による宿泊を伴う預かり支
援）

子育て支援課
保護者の疾病、出産、育児疲れ、冠婚葬祭などの理由で一時的に家庭で子ど
もを養育することが難しくなった場合に、７日間を限度として児童養護施設（津
山市・２か所）で子どもの預かりを行います。

津山市内の２施設に委託。振興局保健師やはぐくみセンターなど関係機
関と連携し、支援が必要な家庭に情報を届けます。 継続 393 393

39 小・中学校 学校給食地産地消推進事業 教育総務課学
校給食推進室

地元食材を学校給食で提供することを通じ、郷育を推進するとともに地元食材
の生産者の振興を図り、安全安心な学校給食の安定供給を目指します。

真庭食材の日を年5回開催。
真庭特産品プラスワンの日を年6回開催。 継続 6,645 6,000

40 就学前 一時保育サービス事業 子育て支援課 保護者の疾病や出産、看護等の理由により一時的に保育をすることが困難な
方に、保育園等で一時的な保育を提供します。 前年度から引き続き、市内各園での預かりを行います。 継続 － －
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NO ステージ 事業名 担当課名 事業概要 目標 R6年度
事業区分

R5当初
予算額

R6当初
予算額

41 妊娠・出産期～高
校 空き家活用推進事業 都市住宅課

3年以上市外に居住し定住意思をもって転入する人で転入後3年を経過しな
い人に補助金を交付します。
子育て支援に資することを目的に、同世帯の子（23歳未満の子をいう）を養
育している場合、1人あたり5万円を加算、申請者の配偶者については、1人あ
たり3万円を加算します。

子育て世代の負担を軽減し、こども・子育てを応援する社会的機運を醸
成することができます。 追加 40,000 40,000

42 結婚 新婚さんバックアップ事業 交流定住推進課 結婚を機に引っ越した場合の引っ越し代、家賃、新築・改修費用を補助しま
す。

新婚生活を始めるための費用を応援することで、少子化対策につなげるま
す。 追加 20,600 20,600

73
５．プロジェクトに含めない事業

1 高校 高校魅力化推進事業 教育総務課

市内高校の定員割れが進んでおり、高校の再々編の危機に直面している。真
庭の資源を活用し、高校における探究授業への支援や郷育、キャリア教育を通
して小中学校との連続した学びの環境に取り組み、中学生に選ばれる高校づく
りの取組を行う。

・真庭高校：マイスターハイスクール事業を通じた事業者連携プログラム
の実施。
・勝山高校蒜山校地：学習交流センターの設計と地域との交流プログラ
ムの構築。
・市内3校地：市内小中学校との連携事業の構築。

終了 18,735
教育魅力化
事業に一本

化

2 就学前
幼児教育施設マネジメント基本方針の策
定

子育て支援課 幼児教育施設の状況を把握し、総合的・長期的に整備管理運営の適正化を
図り、中長期的に計画的な整備を行うための基本方針を作成する

建物の活用状況や老朽化状況を把握し、整備にかかる基本的な方針を
検討する。その方針によって改修等の整備水準を定め、マネジメント計画
を策定する

終了 7,106 －

3 就学前 民間認定こども園の開設支援 子育て支援課 久世地域に新たに整備を予定している民間認定こども園について、国の補助制
度を活用して整備費を補助する。 民間認定こども園へ、国・市から整備費を補助する。 終了 313,651 －

4
子育て世帯や市内企業の実態調査分析
事業

産業政策課
子育て世帯の家計消費動向や公的支援状況、さらには市内企業の労働環境
の実態などについて調査を行い、労働環境や労働条件の改善、効果的な子育
て支援策の検討に役立てます。

子育て世帯及び企業へのへのアンケート調査や基礎データの分析により
効果的な施策を立案する。 終了 4,500 －

5 就学前～小・中学
校

図書館の子育て支援コーナーの充実
（児童書購入費）

生涯学習課 ・子育て支援コーナーの充実
・児童書等の充実

・乳幼児向けのお話会毎週(火曜)開催
・児童書等を例年より多く購入する 終了 4,900

児童生徒の
読書環境整
備事業で見

直し

6 高校 奨学金借入者への企業情報提供 教育総務課 奨学金借入者のうちUターン減免対象者への市内企業紹介とUターン減免の
PRを行うことで若者の定住と奨学金滞納のリスク軽減に取り組む。 奨学金借入者にUターン減免情報とともに真庭企業ガイドを配布する。 終了 － －

1,361,979
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こどもまんなか応援サポーター
宣⾔▶

こ ど も は ぐ く み 応 援
プ ロ ジ ェ ク ト

〜みんなではぐくむ子育てのまちへ〜

令和６年２月

真庭市

MANIWA

プロジェクトの内容 ▶ 

　2024　2024

（案）

54



そこで、世界の国々の責任として、⼦どもの権利をしっかりと守って
いくために、つくられたのが「⼦どもの権利条約」（児童の権利に関
する条約）です。⼦どもの権利条約は1989年11⽉20⽇、国連総会に
おいて採択されました。この条約を守ることを約束している「締約
国・地域」の数は2022年8⽉時点で196の国と地域がこの条約に⼊っ
ており、世界で最も広く受け⼊れられている⼈権条約です。

⽇本ユニセフ協会⼦どもの権利
条約 ▶

⽇本ユニセフ協会⼦どもの権利
条約に関する資料 ▶

すべての⼦どもに⽣まれながら「⼦どもの権利」があり
だれもそれを奪うことはできません
⼦どもの権利を守れるのはおとなです

★子どもの権利条約★

この地球で暮らす⼦どもたち。みんなが幸せに、もって⽣まれた能⼒
を⼗分に伸ばして成⻑してほしい。それは、世界共通の願いです。し
かし⾒わたしてみると、貧しい暮らしに苦しんでいたり、⾃然災害や
戦争に巻き込まれたり、家族や住む家をなくしたり、学校に通えなか
ったり、差別を受けたり、⼦どもたちはさまざまな問題に直⾯してい
ます。

子どもの権利条約とは？
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⽣命、⽣存、発達
に対する権利�

命が守られ成⻑できる
よう医療や教育⽣活⽀
援が受けられること 

差別の禁⽌�
国籍、性、意⾒、障が
い、貧困経済状況など
どんな理由でも差別さ
れないこと

⼦どもにとって最もよ
いことを第⼀に考える
こと 

⼦どもの最善の
利益�

⼦どもの意⾒の
 尊重 

⼦どもは関係ある事柄
に意⾒を表すことがで
きること�

★子どもの権利条約の4つの原則★

「⼦どもの権利条約は、⼦ども（18�歳未満）を権利をもつ主体と位
置づけ、おとなと同じく、ひとりの⼈間としてもっている権利を認め
ています。さらに、おとなへと成⻑する途中にあり、弱い⽴場にある
⼦どもたちには保護や配慮が必要な⾯もあるため、⼦どもならではの
権利も定めています。
また、すべての⼦どもに保障される権利のほかに、難⺠や少数⺠族の
⼦ども、障がいのある⼦どもなど、特に配慮が必要な⼦どもの権利に
ついても定めています。
「⼦どもの権利条約」には、次の4つの原則があります。

「⼦どもの権利条約」は、条約に⼊った国が、条約にある⼦どもの権
利が実現するよう法律などを整え、利⽤できる最⼤限の⼿段を⽤いる
こと、また、⼦どもの発達に応じてその権利が実現するよう指導する
責任はまず親（保護者）にあることも定めています。

こども家庭庁こども基本法▶
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 真庭市では、令和5年度（2023年）から、こども‧⼦育て関連施策をパッケ
ージ化し、市政の最優先施策と位置づけ「こどもはぐくみ応援プロジェクト」
に取り組んでいます。
 具体的には、相談⽀援、出産‧育児‧⽣活⽀援、経済的⽀援、⼦育て環境整
備の4つの分野で、⼦どもの権利や幸せを守り、⼦どもの健やかな成⻑や⾃⽴
を⽀援するための事業を実施しています。

切れ⽬のないこども・⼦育て⽀援

こどもの出⽣数

市⺠のみなさんと共に⼤切にしたい考え

〇真庭市に⽣まれ、暮らす全てのこどもたちが、幸せに暮らすこと
ができるまちを⽬指します。
〇こどもを産み、育てたいと願う全ての市⺠を応援し、⼦育てに夢
や喜びを感じられるまちを⽬指します。
〇真庭市は次の考え⽅を基本として必要な施策を進めていきます。

①こども‧⼦育て施策は、持続可能な真庭市の実現に向け、最優
先で取り組む施策です！
②常にこども⽬線、こどもまんなかで取り組みます！
③真庭に暮らすみなさんとともに、⼦どもの権利が守られるよう
⽀え、はぐくんでいきます！
④ライフスタイルに応じた、切れ⽬ない総合的な施策を進めま
す！
⑤こども‧⼦育て施策は市⺠ニーズを把握し、施策を進めていき
ます！
⑥必要な政策は国等に先⾏して積極果敢に取り組みます！

まち‧ひと‧しごと
創⽣総合戦略⽬標値

年間出⽣数：
250〜300⼈

少⼦化対策は待
ったなしの状況
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こどもたちが幸せであるようにこども・⼦育てを⽀えます

39.6％

43.9 
％

24.3 
％

29.1 
％

16.7 
％

アンケート調査での意見
（令和4年11月実施）

拡

保育の充実やおむつ 
⽀給・廃棄

社会全体が⼦育てを
⽀援する雰囲気にな
ってほしい

早産などのリスクが軽減で
きるよう治療につなげま
す。また、親⼦での⼝腔衛
⽣意識を醸成します。

こどもが安⼼して遊
べる場所がほしい

放課後児童クラブを
充実してほしい

⼦育てにかかる経済
的負担を軽くしてほ
しい

妊婦・パートナー　　
歯科検診が無償に
妊婦・パートナー　　
歯科検診が無償に

出産・子育てを
応援する支援
出産・子育てを
応援する支援
妊娠時と出産時にそれぞれ
５万円を給付し、経済的負
担を軽減します。

こどもが欲しいと願う⼈を
応援し、治療費の⼀部を助
成しています。

不妊・不育治
療助成
不妊・不育治
療助成

pickup

真庭市の主な⽀援策

新

こども家庭セ
ンター設置
こども家庭セ
ンター設置

2024年度から

全ての妊産婦、⼦育て世帯、
こどもへの⼀体的な相談⽀援
により、虐待、貧困等の予防
や⽀援を⾏います。

新

母子手帳アプ
リサービス
母子手帳アプ
リサービス
⺟⼦⼿帳の記録をデジタル
化することで、成⻑記録や
予防接種が管理しやすくな
ります。

2024年度から 2024年度から

高校世代まで

こども医療
費の無償化
こども医療
費の無償化

薬代も市外の病院も無料で
受診できます。

2023年度から
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新

真庭市内の医療機関へ就職
を希望する学⽣へ奨学⾦を
貸与します。就職した場合
は返済を免除します。

新新拡

市営住宅の⼀部を⼦育てに配
慮した住宅としてモデル的に
リノベーションします。

保育人材の
確保・育成
保育人材の
確保・育成

市内で就職している保育⼠
の奨学⾦返済⾦を⼀部助成
します。

頑張る保育士
を応援
頑張る保育士
を応援

2023年度からこども園での使
用済みおむつは園で処分して
います

2023年度からこども園での使
用済みおむつは園で処分して
います

住宅リノベー
ション事業
住宅リノベー
ション事業

看護師を応援
する奨学金
看護師を応援
する奨学金

安心して遊べ
る場所の整備
安心して遊べ
る場所の整備
公⺠協働によるポケット
パークや、勝⼭地内河川
敷に⼩中⾼⽣等が集い憩
う遊び場を整備します。

こどもはぐく
み応援事業
こどもはぐく
み応援事業

新婚さんバッ
クアップ事業
新婚さんバッ
クアップ事業

結婚に伴う経済的負担を軽
減するため、新婚世帯に引
越費⽤等の⼀部を助成して
います。

こども‧⼦育てにやさしい
社会の実現のためにこども
まんなかイベントの開催
や、ほしい⼈に届きやすい
情報発信に取り組みます。

真庭市で働く保育⼠の新⽣
活を⽀援する給付⾦を⽀給
します。また、真庭をフィ
ールドとした保育体験を⽀
援します。

子育て世帯就業
環境改善事業
子育て世帯就業
環境改善事業

新

⼦育てと仕事の両⽴がしやす
い労働環境づくりのための調
査と、市内企業へ啓発をしま
す。

放課後児童ク
ラブの整備
放課後児童ク
ラブの整備

児童の健全な育成を図る
ため、児童の放課後等の
居場所を確保する視点か
ら施設の整備をします。

拡
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950,730
   千円

 真庭市では、他の⾃治体の取組事例や、保護者アンケートの結果も踏まえな
がら、これまでの施策の充実強化のほか、新しい施策にも積極的に取り組みま
す。令和6年度                  で取り組む政策的な予算（当初予算案ベー
ス）は、次のとおりです。

1,361,979
     千円

上記事業予算のほかにもこども‧⼦育て施策の予算を確保しています。
障がい児通所給付費 102,099千円
児童⼿当 640,980千円
児童扶養⼿当 124,635千円
保育施設等の運営費 1,295,884千円
放課後児童クラブの運営費 144,152千円
就学援助費26,563千円 等

プロジェクト

64
事業

令和5年度令和5年度

令和6年度令和6年度73
事業

対前年度比
約1.43倍

具体的な施策メニュー

新規事業14事業 638,569千円

拡充事業11事業   233,635千円

     継続事業48事業  489,775千円

60



�� �� 事 業 � 予算�

① ��
☆こども��センター��               
（��とこどもの⼀体的な相��援）

−

② �� ☆��⼿�アプリサービス（成���・予��種�理） 5,305

③ ��
☆まにわパパママクラス（��とパートナーを��にした�
�・��て��）

283

④ �� ☆発�発��援センター事業（相�体制の��等） 19,532

⑤ �� ☆��てオンライン相�（LINE等） 517

⑥ �� ☆愛��員のこんにちは�ちゃん�問（ブックスタート） 189

⑦ �� ☆ママと�ちゃんのおっぱい相�（��ケア事業�問型） 230

⑧ �� ☆��保�コーディネーター相��援 9,043

⑨ �� ☆�����援事業（��������援チーム） 901

⑩ �� ☆�ちゃん�問（保�師・助�師） 158

⑪ �� ☆愛��員による���流事業 −

⑫ �� ☆����ボランティアよる���� −

⑬ �� ☆ひとり���の�労相��援 −

⑭ �� ☆�児相�（保�師・栄�⼠） 301

相��援
（単��千円）
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�� �� 事 業 � 予算�

① �� ☆�療的ケア児�問看�レスパイト事業 1,053

② �� ☆はぐくみサポーター��事業（利⽤回�の上�30回） 574

③ �� ☆��ケア事業（利⽤回�の上�12回） 1,624

④ �� ☆���ケア事業（����） 2,330

⑤ �� ☆��児�� 8,227

⑥ �� ☆離���� 54

⑦ �� ☆�⽣児�覚�査（�⽤の助成） 667

⑧ �� ☆��･パートナー⻭科��（⾃⼰負担の�償�） 574

��・�児・⽣活�援

�� �� 事 業 � 予算�

① ��
☆�・⼩中��等の���への助成事業        
（物価���策を��）

23,261

② ��
☆��・��て�援はぐくみ�付金事業（��時、��時
それぞれ５万円の�付と、�⾛型�援）

23,000

③ �� ☆��得���回�科受�料助成事業 100

④ �� ☆こども�療��償�（��を��⽣�代まで��） 195,626

⑤ ��
☆不�・不��療�援事業             
（上��を��した上で�ての不��療を��）

6,300

⑥ �� ☆若年がん�者��性温��療�援事業 650

⑦ �� ☆保�料の減�・�償�（�３���） 32,470

⑧ ��
☆�内��を�す看��⽣への奨�金（���・金��
⼤、����あり）

6,000

⑨ ��
☆��⽣・⼤�⽣等への奨�金            
（Uターンする若者への����あり） 13,920

��的�援

（単��千円）

（単��千円）
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�� �� 事 業 � 予算�

① ��
☆こどもはぐくみ�援事業             
（こどもまんかイベント・PR動�作成） 7,108

② �� ☆こども��の策� 9,655

③ �� ☆こども・��て情�発� 352

④ ��
☆��ではたらく保�⼠�⽣活�援事業       
（保�⼠の���援）

5,500

⑤ ��
☆�間��こども�サロン事業�援         
（⼀時預かり等の��）

17,346

⑥ �� ☆まにわの⽊ふれあい事業 1,053

⑦ �� ☆���宅��てリノベーション事業 18,273

⑧ ��
☆⽣理⽤ナプキンスクール事業           
（�内⼩中��のトイレに⽣理⽤品��）

104

⑨ ��
☆���流センター��事業            
（����蒜��地�流��）

468,586

⑩ �� ☆よみたい、しりたい、こども�援事業 769

⑪ ��
☆��て�帯�業����事業（��て�代の労働��づ
くりのための�査と、�内�業への�発）

4,000

⑫ �� ☆こども�等の再���促� 100,518

⑬ ��
☆�児のおむつスッキリ事業            
（使⽤�みおむつを�で処理）

−

⑭ ��
☆⼩中��等のICT���事業            
（��と保�者との��ツールのICT�を��） 2,799

⑮ �� ☆こどもの�場�づくり�援事業（あそびの��づくり） 7,732

⑯ ��
☆��して�べる場の��促�（��協働によるポケット
パークと��地内の河川�に⼩中�⽣等が�う�び場�
�）

25,024

⑰ �� ☆���宅��時の���帯優�制度の�� −

⑱ ��
☆�業への���発事業の�開           
（�おかやま��て�援�業制度の���⼤）

−

⑲ ��
☆保��材の�保促�事業             
（���得助成、�⽣の保�体��援、リクルート活動）

315

��て����
（単��千円）
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�� �� 事 業 � 予算�

⑳ �� ☆��る保�⼠�援事業（奨�金の⼀����助等） 2,584

㉑ �� ☆つどいの�場の��（６か���） 30,044

㉒ �� ☆���児�クラブの��（17か���・2か���） 114,593

㉓ ��
☆こども�等のICT���事業（�����等のICT��
�）

21,014

㉔ �� ☆地域��協働��事業（地域��協働活動） 11,346

㉕ �� ☆�児保�事業（�内２箇�） 23,775

㉖ �� ☆���⾥���促�事業（��⾥�の⽇） 2,013

㉗ �� ☆���⾥�留�事業（��促�） 8,998

㉘ �� ☆ももっこアプリ協賛�の���⼤（�事業の��） −

㉙ �� ☆いのちふれあい事業（中��・��） 42

㉚ ��
☆HPV予��種�⽤の助成               
（��頸がんワクチンキャッチアップ�種）

326

㉛ �� ☆事業�内保���援事業 2,880

㉜ �� ☆�業内保����事業 540

㉝ �� ☆�業��向上ステップアップサポート事業 300

㉞ �� ☆���⼒���事業（���⼒���も�括的に��） 36,026

㉟ �� ☆����ども��事業（�期休業中の体�・�流活動） 696

㊱ �� ☆こども�等の���� 16,056

㊲ �� ☆�等�業��促��付金事業 1,730

㊳ ��
☆��て�期�援事業                 
（��の理由による�泊を�う預かり�援）

393

㊴ �� ☆����地�地消��事業 6,000

㊵ �� ☆⼀時保�サービス事業 −

㊶ ��
☆�き��策��事業                 
（��者への�助、配偶者･扶��算有り）

40,000

㊷ �� ☆��さんバックアップ事業（��に�る�宅�助） 20,600

（単��千円）
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相
談
⽀
援

結婚 妊娠・出産期 乳幼児 ⼩・中学⽣

出
産
育
児

⽣
活
⽀
援

経
済
的

⽀
援

⼦
育
て

環
境
整
備

⾼校⽣

                        こども家庭センター事業（はぐくみセンター事業）

まにわパパママクラス 発達発育⽀援センター事業

⺟⼦⼿帳アプリサービス

愛育委員のこんにちは⾚ちゃん訪問

家庭教育⽀援事業

ママと⾚ちゃんのおっぱい相談

⾚ちゃん訪問（保育⼠・助産師）

愛育委員・⾷育推進ボランティア
による相談・交流

医療的ケア児訪問看護レスパイト事業はぐくみサポーター派遣事業

産後ケア事業

妊産婦ケア事業

妊婦・パートナー⻭科検診無償化 離乳⾷教室

乳幼児健診

新⽣児聴覚健診助成

⼦育てオンライン相談（LINE相談等）

 園・⼩中学校への給⾷費への助成 出産・⼦育て応援はぐくみ給付⾦事業

 低所得妊婦初回産科受診料助成事業

 こども医療費無償化 不妊・不育治療⽀援事業

若年がん患者妊孕性温存治療⽀援事業

 保育料の減免・無償化（第３⼦以降）

市内就職を志す看護学⽣への奨学⾦

⾼校⽣・⼤学⽣等への奨学⾦

こどもはくくみ応援事業・こども計画の策定・こども・⼦育て情報発信

 まにわの⽊ふれあい事業

そのほかのこども・⼦育て⽀援
 真庭ではたらく保育⼠新⽣活⽀援事業

学校給⾷地産地消推進事業・⼩中学校等のICT化推進事業

 学習交流センター整備事業

⼦育て短期⽀援事業・こどもの居場所づくり⽀援事業・安⼼して遊べる場の整備促進・市営住宅⼊居時の多⼦世帯優遇制度

 保育⼈材の確保促進事業

 頑張る保育⼠応援事業

 つどいの広場の運営

 放課後児童クラブの整備

こども園等の整備促進・ICT化推進事業・おむつスッキリ事業

���������������������真庭市⾥⼭留学事業

 いのちのふれあい事業

 HPV予防接種費⽤の助成

地域学校協働本部事業・放課後こども教室事業 ⺠間認定こども園サロン事業⽀援

 真庭市⾥⼭定住促進事業

 病児保育事業

⼀時保育サービス事業・
事業所内保育所⽀援事業・企業内保育所推進事業

 就業環境向上ステップアップサポート事業

 教育魅⼒化推進事業

 ⾼等職業訓練促進給付⾦事業

空き家活⽤推進事業

結婚

新婚さんバックアップ事業

 企業への普及啓発事業の展開

ももっこアプリ協賛店の普及拡⼤

⽣理⽤ナプキンスクール事業
よみたい・しりたい・こども応援事業

市営住宅⼦育てリノベーション事業

 ひとり親家庭の就労相談⽀援

 ⼦育て世帯就業環境改善事業

⺟⼦保健コーディネーター相談⽀援
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みんなではぐくむ⼦育てのまちづくりの視点

⼦育て⽀援にゴールはなく、将来にわたって継続！

 市⺠の皆さんの、こども‧⼦育て施策などについてのご意⾒をお寄せいた
 だけるよう、市ホームページに専⽤フォームを設け、常時意⾒を受付けて
 います。 

１

 市⺠の皆さんの、⼦育て施策をはじめとする市政への満⾜度‧重要度など
 について、アンケート調査等を通じ、その把握に努めます 。

２

 「ふるさと真庭応援基⾦」や「未来を担う⼈応援基⾦」など、積極的にこ
 れらの基⾦を活⽤します。また、運⽤益を財源として活かすことで、⼦育
 て施策等を持続可能なものとします。

３

 こども‧⼦育てを地域全体で⽀えていくためには、⼦育て施策への市⺠の
 理解を深めていくことが⼤切です。

 こども‧⼦育て施策について、関連の予算‧決算の状況を含め、より分か
 りやすい形で情報発信していきます 

 ⼦育て関連の情報を、分かりやすくお届けできるよう、各種広報媒体に加
 え、SNSなどを活⽤した効果的でタイムリーな情報発信に取り組みます。

6

5

4

66



 できる活動でみんなで盛り上げていきましょう！

こどもまんなか応援サポーター

 真庭市に⽣まれ暮らす全てのこどもたちが、将来にわたって幸せ
に暮らせ、そしてこどもを産み‧育てたいと思う⽅々が夢や喜びを
感じられることは、私たちみんなの願いです。
 その実現のため、妊娠‧出産‧⼦育てのライフステージに応じ
た、切れ⽬ない⽀援「こどもはぐくみ応援プロジェクト」をはじ
め、みんなではぐくむ⼦育てのまち」の実現に向けて全⼒を尽くし
ます。
 みんなで、真庭の未来を創るこどもたちを育んでいきましょう。

こどもまんなか応援サポーター宣言こどもまんなか応援サポーター宣言

市役所窓口でのこども
連れの人への配慮

市役所子育て応援
駐車場

まにわくんベビーカー
固定ベルト

����

 地域全体でこどもたちと⼦育てを⼤切にし、はぐくむ仕組みづくりに継続して取り組みま
す。真庭市も「こどもまんなか応援サポーター」として活動しています。市内の企業、事業
所、団体、そして個⼈の皆さんも、サポーターとして⼀緒に応援しましょう。

 地域全体でこどもたちと⼦育てを⼤切にし、はぐくむ仕組みづくりに継続して取り組みま
す。真庭市も「こどもまんなか応援サポーター」として活動しています。市内の企業、事業
所、団体、そして個⼈の皆さんも、サポーターとして⼀緒に応援しましょう。

令和５年８⽉１０⽇

おむつを捨てられる公
共施設を増やす

こういった活動
もしています

����⼝�⽰

★お店にキッズチェアやキッズコーナーを設置する
★⾏列ができたときに⼦連れ優先レーンを設置する
★男性の育児休暇の取得がしやすいよう職場環境を整える
★こどもが急病の時など仕事が休みを取りやすいよう職場環境を整える
★こども連れの⽅を⼤歓迎するような表⽰する

例え
ば‥
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健康福祉部子育て支援課

お申込み・お問い合わせ

086 7 - 4 2 - 1 0 5 4
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こどもまんなかまつり 子ども用品のチャリティーリサイクルフリマについて

目的：「こどもまんなかまつり」は、真庭市のこども・子育て世代、地域のみ
んながこどもをまんなかに笑顔になれるよう、地域全体でこどもや子育てを応
援しはぐくむ機運を醸成することを目的としています。
このイベントの中の１つのコーナーとして、もう使わなくなった子ども用品を
必要な人の元に届けるチャリティーリサイクルフリマを企画しています。

①市内に６か所ある『つど
いの広場』に、もう使わな
くなった子ども用品を持っ
てきていただく。

②イベント直前の水曜日
（2月７日）までに各つど
いの広場から事業者と子育
て支援課職員が物品を回収
し、イベント開催日までに
サイズや状態によって値段
を決める。

③イベント当日、物品を値段
別に分けて並べ、購入を希望
される方から料金をいただき
物品をお渡しする。

④イベント終了後、集まっ
た募金は能登半島地震義援
金として日本赤十字社（福
祉課）を通じて寄附し、
残った物品は子育て支援団
体に配布する。

＜受付できるもの＞
服、靴、おもちゃなど日用品で汚
れ、破損のないもの
※衣類は洗濯した物に限ります
※肌着は新品未開封の物に限りま
す。

※汚れ、破損などにより出品で
きない場合は廃棄させていただ
きます。

※購入物品の使用中の事故につい
て、市は責任を負わないことをご
了承いただいた上で販売します。

真庭市健康福祉部子育て支援課 担当 栢野 70



令和５年度「子育て世帯の実態調査」の分析状況について

令和6年(2024年)２月６日
こどもはぐくみ推進本部会議

産業観光部
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回答者の年代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

回答者属性

2

・調査方法：１８歳未満の子どもがいる世帯にアンケート依頼文を送付しＷＥＢでの回答を依頼
・配布数：3,035、回答者数：792、回答率26%
・回答者の続柄：父親と母親がほぼ半々
・回答者の年代： 40代が4割以上、30代から50代で9割以上
・回答者の平均年齢：43歳
ステージ別では、妊娠中or未就学児有世帯は38歳、小学生有世帯は42歳、中学生有世帯は45歳、高校生有世帯は47歳、高卒以上有世帯は49歳。
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世帯年収構成別の回答者の世帯主平均年齢

共働き世帯① 共働き世帯② ひとり親世帯等 全体

※共働き世帯①：収入の回答が、世帯主・配偶者ともに200万円以上の世帯
※共働き世帯②：収入の回答のうち世帯主・配偶者のいずれかが200万円未満と回答した世帯
※ひとり親世帯等：収入の回答が、世帯主・配偶者のいずれかにのみ記載されていた世帯
※子育てステージ別のカウントについては、複数子世帯に係る重複があることに留意。
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回答者の世帯収入構成の割合

共働き世帯① 共働き世帯② ひとり親世帯等 その他(収入未記入)

回答者の世帯の収入構成について

※共働き世帯①：収入の回答が、世帯主・配偶者ともに200万円以上の世帯
※共働き世帯②：収入の回答のうち世帯主・配偶者のいずれかが200万円未満と回答した世帯
※ひとり親世帯等：収入の回答が、世帯主・配偶者のいずれかにのみ記載されていた世帯
※子育てステージ別のカウントについては、複数子世帯に係る重複があることに留意。

・回答のあった世帯のうち、共働き世帯は約83％。共働き世帯①（世帯主・配偶者ともに200万円以上の世帯）の場合、平均世帯年収が約869万円程度（月
収換算（年収×0.7÷12。以下同じ。）で約50万円）。共働き世帯②（世帯主・配偶者のいずれかが200万円未満の世帯）は、平均年収553万円（月収換算
32万円程度）。

・さらに、ひとり親世帯等は、回答者の約16％程度で、子育てステージが上がるごと（≒親の年齢が上がるごと）に割合が高まる。中学生世帯以降は20％程
度。これらの世帯の平均年収は、302万円（月収換算18万円程度）。
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世帯年収構成別の回答者の平均子どもの数

共働き世帯① 共働き世帯② ひとり親世帯等 全体

世帯の平均収入別にみた子どもの数

・世帯の年収が上昇するにつれて、子どもの数が増加する傾向にある。800～1,000万円で2.51人となり、以降は横ばい傾向となっている。
・共働き世帯①と共働き世帯②は収入格差があるのにもかかわらず、子どもの数に有意な差がない。ひとり親世帯等の場合相対的に子どもの数は
少ない。

4
※共働き世帯①：収入の回答が、世帯主・配偶者ともに200万円以上の世帯
※共働き世帯②：収入の回答のうち世帯主・配偶者のいずれかが200万円未満と回答した世帯
※ひとり親世帯等：収入の回答が、世帯主・配偶者のいずれかにのみ記載されていた世帯
※子育てステージ別のカウントについては、複数子世帯に係る重複があることに留意。
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269,702
201,389

265,093 284,891 285,081
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177,949
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-219,236 -209,329 -202,111 -228,523 -246,664
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【真庭市】中学生を持つ世帯の平均収支構造（1ヶ月単位：子どもの数別）

世帯主 配偶者 子育て以外支出 うち子どもの食費（給食費以外） うち給食費

うち子どもの携帯代 うち高校進学費 うち子どもの修学旅行費 うち子どもの通学費 うち子どものクラブ・部活動費

うち子どもの塾・習い事費 うち子どもの貯蓄・学資保険 うちその他 収入 支出

中学生がいる子育て世帯の子どもの数別平均収支構造

年収：218万円

年収：707万円

年収：489万円

5

収入

支出

-121,352-130,231

-106,062-71,311
-114,495

＋34,751 
＋24,169 

△8,879 

年収：305万円

年収：793万円

年収：488万円

年収：240万円

年収：694万円

年収：454万円

年収：250万円

年収：595万円

年収：345万円

年収：267万円

年収：729万円

年収：462万円

子育て関連支出

＋58,110
＋57,508 △50,593

子育て以外
の支出は
1～3万円
の誤差



年収額別の該当者数割合

・世帯主の年収を階層別にみると、一人で600万円以上の年収を得る者は、全体の約20％程度。更に約４割は、400万円未満。
・アンケート結果で83%が共働きであることと合わせると、子育て時間の確保が必要なものの、収入面から共働きが必要になっている。
・一方、配偶者の年収構成を見ると、8割以上が、400万円未満で、半数が200万円未満。収入安定化の観点からは、配偶者の正職員化（フレックスや育児時

短を含む）が重要である一方で、子育てのための時間の確保、融通性（休みやすさ）などで、充実した職場が少なく、結果として、配偶者の収入が低い状
況になっている可能性がある。
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400～600万円 200～400万円 200万円未満

3, 0% 2, 0%

24, 4%

76, 12%

232, 36%

317, 48%

配偶者の年収構成

1,000万円以上 800～1,000万円 600～800万円 400～600万円 200～400万円 200万円未満 6



配偶者の正職/非正規の分岐に応じた世帯所得の変化

・配偶者が非正規の場合、世帯所得も低下する傾向。
・また、勤続年数の長さに応じて、世帯所得も上がる傾向にあることから、世帯主、配偶者双方が、正職員として勤務し続けやすい環境の整備が、子育て世

帯の収入増につながる。

7

世帯所得 617万円

Q54 正社員(配偶者)
（0,1）

分岐点 0.221

N=792

世帯所得 771万円

Q39 勤続年数(配偶者)
（1～6）
分岐点 5.5

N=368

世帯所得 878万円

N=91

世帯所得 736万円

N=277

世帯所得 483万円

Q56 辞職履歴(配偶者)
（0,1）

分岐点 0.837

N=424

世帯所得 627万円

N=208

世帯所得 345万円

N=216

正社員非正社員

辞職履歴あり辞職履歴なし 15年以上15年未満

【分析手法について】

「世帯所得」に差が付く要因の候補として、以下の
項目を取り上げた。

・正社員（Q53.世帯主、Q54.配偶者）
・勤続年数（Q25.世帯主、Q39.配偶者）
・辞職履歴の有無（Q55世帯主、Q56.配偶者）

これらの中から「世帯所得」に与える影響力の大
きい項目から順に統計的に選択し、「世帯所得」
の高いサンプルと低いサンプルに2分割していく
手法を用いた（決定木）
「世帯所得」が高いサンプルは右に、低いサンプ
ルは左に配置した。
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回答者の世帯収入構成の割合【再掲】

共働き世帯① 共働き世帯② ひとり親世帯等 その他(収入未記入)
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共働き世帯① 共働き世帯② ひとり親世帯等 その他(収入未記入)

共働きと子育て環境の両立の重要性

・とりわけ、「妊娠中・未就学児のいる世帯」と「小学生のいる世帯」は、共働きでも、いずれかがパート等のケースが多い。人手不足に悩む企
業から見れば、共働き世帯②の世帯数分、パート等、収入は下がるものの、フレックスな働き方が可能な職場に人材流出している状況ともいえ
る。いかに共働き世帯②から共働き世帯①に、夫婦ともに200万円以上の収入を確保できる就労環境を作り、企業の人材確保との両立を図るか
が重要である。このためには、企業側として、妊娠中・未就学児・小学生がいる世帯の配偶者をターゲットに、フレックスに働ける環境を作る
必要がある。

8
※共働き世帯①：収入の回答が、世帯主・配偶者ともに200万円以上の世帯
※共働き世帯②：収入の回答のうち世帯主・配偶者のいずれかが200万円未満と回答した世帯
※ひとり親世帯等：収入の回答が、世帯主・配偶者のいずれかにのみ記載されていた世帯
※子育てステージ別のカウントについては、複数子世帯に係る重複があることに留意。



共働き世帯②のケースの収支構造

・共働き世帯②（夫婦のいずれかの収入を柱として、いずれかは補完的な収入に留まるケース）の、平均収入と支出構造は以下のとおり。
・事実上、平均月収約33万円に対し、支出は約30万円、残りの約３～4.5万円を貯蓄に回している状況。
・物価高騰の影響を受けやすい、食費、光熱費、交通費の合計が、支出全体の32％を占める。物価高騰が深刻化すると家計に直撃。

260,520 

346,551 

66,046 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

手取り月収 平均支出/月

収支構造

年収(X) 手取り月収（X*0.7/12)

世帯主の平均収入 4,466,049 260,520 

配偶者の平均収入 1,132,219 66,046 

合計 5,598,268 326,566 

世帯主の平均年齢：43歳、子どもの数（平均）：2.2人

世帯主

配偶者

326,566

食費, 55,215 , 17%

住居費, 42,622 , 13%

水道費, 8,323 , 3%

下水道費, 5,582 , 2%
光熱費, 

23,711 , 

7%

家具家電, 6,385 , 2%

日用雑貨, 12,362 , 4%

衣服履き物, 11,808 , 4%
医療費, 7,670 , 2%

交通費（ガソリンバス電車）, 25,346 , 8%

通信費, 23,357 , 7%

教育費, 18,253 , 6%

教養・娯楽費, 15,748 , 5%

仕送り等, 10,108 , 3%

預貯金, 45,374 , 14%

その他, 9,938 , 3%

※あくまで平均値のため、収支の数値は一致しない。
※手取りの平均月収は、回答した年収区分の中央値（100～200万と回答した場合150万）の税金等を差し引いた目安の70％の
額を12か月で割った額。このため、ボーナス分が加味されている場合、更に手取り月収の実態は低い可能性。

赤字：特に物価高騰等の影響を受けやすい費目

9



共働き世帯②のケースの子育て関連支出

・子育て関連支出のうち、学費・保育費は、月7,000円程度の負担と教育費の10%未満。また、就学・進学に伴う事実上の義務的経費（給食費、
修学旅行費、定期券代、学用品費など）は２万円程度かかり、合わせると３割程度となる。

・子どもへの投資的要素の強い部活動費、塾・習い事費、将来的な進学費用の積み立てが約３万円と、３割程度。
・その他、子どもの最低限の生活費（食費、生活必需品、通信費、医療費）などが多く、約５万円程度。

260,520 

346,551 

66,046 

0

50,000

100,000

150,000

200,000
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300,000

350,000

400,000

手取り月収 平均支出/月

収支構造

年収(X) 手取り月収（X*0.7/12)

世帯主の平均収入 4,466,049 260,520 

配偶者の平均収入 1,132,219 66,046 

合計 5,598,268 326,566 

世帯主の平均年齢：43歳、子どもの数（平均）：2.2人

世帯主

配偶者

326,566

※あくまで平均値のため、収支の数値は一致しない。
※手取りの平均月収は、回答した年収区分の中央値（100～200万と回答した場合150万）の税金等を差し引いた目安の70％の
額を12か月で割った額。このため、ボーナス分が加味されている場合、更に手取り月収の実態は低い可能性あり。

子
育
て

関
連
支
出

赤系：子どもへの投資等
青系：義務的経費
オレンジ系：学費
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中学生のいる世帯の子育て関連支出の内訳【真庭市】

食費のうちミルク代・食費, 

27,371 , 21%

食費のうち学校給食費, 9,374 , 7%

日用雑貨のうちおむつ, 1,173 , 1%

日用雑貨のうち学用品費, 5,007 , 4%

衣服履物のうち子供の生活必需品, 8,095 , 6%

医療費のうち子供の医療費, 1,249 , 1%

交通費のうち高校の通学費定期券など, 3,811 , 

3%通信費のうち子供の携帯代, 6,887 , 5%教育費のうち高校の進学費, 6,947 , 5%教育費のうち幼稚園・保育園・子ども園の費用, 309 , 0%

教育費のうちクラブ活動（スポ少、部活動等）, 4,942 , 4%

教育費など塾・習い事費, 12,311 , 10%

教育費のうち修学旅行費, 10,070 , 8%

教養・娯楽費のうち娯楽費, 6,151 , 5%

保険預貯金のうち、学資保険、進学費用など, 20,939 , 16%

その他, 4,582 , 4%

【合計：129,219円】 学校に通わせている場合の
事実上の義務的経費

多くの家庭が子どもへの投資
として使っている経費
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子育て関連支出の内訳【真庭市】
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年代別教育費（月額）の内訳

その他

保険預貯金のうち、学資保険、進学費用など

教養・娯楽費のうち娯楽句碑

教育費のうち修学旅行費

教育費など塾・習い事費

教育費のうちクラブ活動（スポ少、部活動等）

教育費のうち幼稚園・保育園・子ども園の費用

教育費のうち高校の進学費

通信費のうち子供の携帯代

交通費のうち高校の通学費定期券など

医療費のうち子供の医療費

衣服履物のうち子供の生活必需品

日用雑貨のうち学用品費

日用雑貨のうちおむつ

食費のうち学校給食費

食費のうちミルク代・食費



参考：全国調査（家計・教育費）

7,376 5,636 5,332 5,779 6,356
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年代別教育費（月額）の内訳（平成22年全国調査）

衣類 服飾雑貨費 食費

生活用品費 医療費 保育費

学校教育費 学校外教育費 学校外活動費

子供の携帯電話料金 おこづかい お祝い行事

関係費 子供のための預貯金・保険 レジャー・旅行費

合計
※各年齢の支出額を合計して算出した平均額を記載
参照：平成22年インターネットによる子育て費用に関する調査報告書｜内閣府政策統括官（共生社会政策担当）
（https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/13024511/www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/cyousa21/net_hiyo/pdf/gaiyou.pdf#page=10）

※参照：都市階級・地方・都道府県庁所在市別 勤労者家計動向調査（2022年家計調査年報）
※家計調査年報の住居費は、住宅ローンの返済額が含まれていないことや、両親と同居している場合のデータも含まれ
ているため住居費の値が低くなる傾向
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全国 中国地方 東京都区部 大阪市 鳥取市 岡山市

全国家計調査：勤労者世帯の消費支出構造（令和４年）

食料 住居 光熱・水道 家具・家事用品

被服及び履物 保健医療 交通・通信 教育

教養娯楽 その他の消費支出 消費支出
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